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第５次計画策定にあたって                           

 松江市では、市民が豊かで多様な地域資源に恵まれた暮らしを楽しみ、誇りを持てる環境づくり

を基点に、総合計画（2017- 2021）の中で将来像「選ばれるまち 松江」の実現をめざしています。 

 その中の基本施策のうち、子育て、健康、福祉分野では「子育て環境日本一の実現」や「自立を支

えるセーフティーネットの整備」「誰もが活躍できる社会の実現」「健康都市まつえの推進」「地域で

支え合う福祉体制づくり」「安全に安心して生活できる環境づくり」を掲げており、各政策を推進し

ているところです。また、平成 30年 4 月に中核市となり、さらに、同年 12月には中枢中核都市に選

定されました。地方の拠点都市として今後も行政サービスの質の向上が求められています。 

 この「第 5 次松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画」は、総合計画の理念に基づき、健康福祉や

子育て分野に関連した計画の上位計画として位置づけて策定したものです。人口減少や少子高齢化

が進む中、生活上の課題は、ますます多様化、複雑化しています。そのような状況においては、様々

な問題を点で捉えるのではなく面で捉え、分野を越えた横の連携が大変重要だと考えています。 

そのため、人づくり・地域づくりや、高齢者・障がい者・児童・その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項について総合的に掲載しています。 

また本市では、地域福祉の推進に欠かせない最も重要な視点は「孤立を防ぐ」ことであると捉えて

おり、平成 16年 3 月に策定した松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画「まつえ福祉未来２１プラ

ン～みんなでやらこい福祉でまちづくり～」からその取り組みを進めてきたところです。 

この「第 5 次松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画」の中では、特に「包括的な支援体制をつく

る」として、全世代・全対象型地域包括支援や総合相談の構築に向けた関係機関の連携強化を拡充し、

重点的に推進していくこととしています。加えて、身近な場所で気軽に過ごせる居場所づくりとして、

悩みを抱える人や支援が必要な人が、地域の人たちや同じ立場の人たちとつながるための取り組み

も拡充します。 

また、成年後見の利用の促進に関する法律及び再犯の防止等の推進に関する法律に基づき策定す

る「成年後見制度利用促進計画」、「地方再犯防止推進計画」を、地域福祉計画と一体的に策定いたし

ました。 

 今後は、「みんなでやらこい 福祉でまちづくり」の理念のもと、誰もが役割を持ち、地域福祉活

動への参加を通して、その人らしく尊厳ある人生をおくることができる地域共生社会の実現をめざ

して、市社会福祉協議会、各地区社会福祉協議会、関係団体や地域住民の皆様と共に、共創・協働の

手法により取り組みを推進してまいります。 

 終わりに、この計画の策定にあたってご尽力いただきました松江市社会福祉審議会委員長の島根

大学加川充浩准教授をはじめ、オブザーバーの同志社大学上野谷加代子教授、社会福祉審議会委員の

皆様、ワークショップ等に参加いただいた皆様、貴重なご意見をいただきました関係機関や市民の皆

様に心からお礼を申し上げます。 

 

  

                                 令和２年３月 

                           松江市長 松 浦 正 敬 

 

  



 

 

 

急速な少子高齢化の進行に加え、核家族や単身世帯の増加、住民相互のつながりの希薄化など地

域福祉を取り巻く環境の大きな変容に伴い、虐待や孤独死、ひきこもりといった新たな課題が顕著

になっております。また、認知症の問題や児童虐待、生活困窮をはじめ、ダブルケアや８０５０問

題に象徴されるように市民のみなさんが抱える困り事が複雑・多様化しています。そのような社会

的背景を受けて、地域において住民同士が支えあい、それぞれが生きがいを持って暮らせる地域を

ともに創っていく「地域共生社会」の実現を目指す取組みが重要になっています。地域の皆様の力

を結集して、地域住民の一人ひとりが「支え手」「受け手」という関係を超えて、主体的に地域課題

を把握し、自治会、ボランティア、行政をはじめとする多種多様な機関と連携し、それぞれの地域

特性にあわせてお互いに支えあうコミュニティの再構築を推し進める必要があります。  

社会福祉法人松江市社会福祉協議会では、「第５期松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を松

江市と一体的に策定し、地域福祉を総合的に推進するための両輪として、松江市とともに進めてま

いりました。今回の策定では、本会が地域福祉を進める合言葉「福祉でまちづくり」を念頭に置

き、地域で暮らすすべての人がお互いに関係しあい、つながり合えるような計画としました。地域

での支えあい活動が今以上に進展するためには、新たな取組が必要です。住民同士や福祉団体等と

のネットワーク構築はもとより、住民同士で地域福祉について話し合える場、誰もが活躍できる

場、福祉の心を育む学びの場が地域で積極的に展開できるよう考えております。また、本会では、

松江市とともに国のモデル事業の指定を受け「ふくしなんでも相談所」を開設し、断らない相談、

伴走型支援を継続的に行い専門職や住民の皆さまと連携しながら総合的な相談支援体制の確立を目

指していきます。 

これまで培われてきた基盤をもとに、将来の社会情勢の変化の中でも地域の支え合いを持続・発

展できる地域社会の実現に向け、今後、本計画に基づき本市の強みである「住民参加力」を活かし

て、誰もが役割と生きがいを持って暮らし続けることができる取組みを推進してまいります。その

ためには地域住民、民生委員・児童委員、福祉推進員などの各種団体、関係機関の皆さまと分野を

超えて緊密な連携を図りながら取り組むことが重要となりますので、より一層のご理解とご協力を

賜りますようお願いいたします。  

結びに、本計画の策定にあたり、多大なるご尽力を賜りました松江市福祉審議会委員をはじめ、

関係者の皆さま、市民ワークショップ等で貴重なご意見をいただきました市民の皆さまに、心から

お礼申しあげます。  

 

 

 

 

                                 令和２年３月 

                      社会福祉法人 松江市社会福祉協議会 

                          会 長  加 藤  滋 夫 

  



 

 

 

この度、「第５次松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画」が策定されました。策定は 2019年４月

から開始されました。そこから１年間の議論を経て、計画を完成することができました。なお、松江

市は 2018年度から中核市に移行しました。そのため、第４次計画までの「計画策定委員会」はなく

なりました。代わりに「社会福祉審議会」が計画の策定を担いました。このことも含め、今回は、第

４次計画策定時とは異なる状況がありました。第５次計画には、それらも反映させてあります。特に、

次の３点について述べて、本計画の特徴を解説しておきます。 

 第一は、「総合相談」の機能を盛り込んだことです。第１次計画の中でも「地域福祉ステーション」

が描かれました。しかし、この間、議論はしてきたものの明確に具体化しませんでした。2006 年に

地域包括支援センターが設置され、「これを中核に」という構想もありました。今回、「地域共生社会

の実現に向けた包括的支援体制構築事業」に取り組んだこともあり、ある程度の総合相談機能の形が

みえてきました。一つめには「ふくしなんでも相談所」を設け、多様な課題を集約する窓口を設けた

こと。二つめには、その窓口には住民活動を支援する地域担当ワーカーも机を置くこと。これは社協

の組織改編を伴いました。三つめには、単一の相談機関では解決が難しい場合は、専門職が連携する

場を設定すること、の３つからなります。生活課題を多様な組織・機関により解決する。そうした仕

組みが根付くことを期待します。 

 第二には、生活課題を抱える一人ひとりへの支援に関する施策・活動を定めました。2015 年度に

は生活困窮者自立支援法が施行されました。また認知症高齢者や障害を持つ人が、成年後見制度を利

用する際の支援も必要です。生活に困難を抱える人を、地域で受け止め、支援することが地域福祉領

域でも重要視されています。 

 そのため、第三には、「居場所」「拠点」の機能を強調しました。たとえば、引きこもりの人が、安

心して過ごすことのできる場所をどうつくるか、といったことです。子ども食堂も第４次計画の間に

急速に広まりました。そうした居場所づくりに、住民・事業者・行政が協働して取り組む。そのため

に、この計画書を活用いただけると幸いです。 

 

 この計画も第５次となりました。全国的にみても、ここまで回数を重ねた計画は少ないと思われま

す。第１次計画の策定は、2002年に着手されました。当時は、上野谷加代子先生（現・同志社大学教

授）が策定委員長でした。私がそれを引き継いで以降も、オブザーバーを務めていただきました。今

年度末には、同志社大学を無事、ご退職なされます。これを機に、これまでのご尽力に改めて感謝申

し上げます。 

 最後になりましたが、計画策定過程にご参加いただいた市民の皆さまと、取りまとめいただいた事

務局の皆さまに御礼申し上げます。 

 

  

                                 令和２年３月 

                          松江市社会福祉審議会委員長 

                    島根大学人間科学部准教授 加 川 充 浩 
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第１章 第５次計画策定にあたって       

 

第１節 地域福祉計画・地域福祉活動計画について 

 

 本市では、平成１６年３月に松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画「まつえ福祉未

来２１プラン～みんなでやらこい福祉でまちづくり～」を策定しており、令和元年度は

第４次松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき施策を推進しているところです。 

地域福祉の推進について社会福祉法では、「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経

営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要と

する地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その

他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなけ

ればならない。」と規定されています。 

 第１次計画策定時において国は、「地域福祉計画は、行政計画でありながら、福祉サー

ビスにおける個人の尊厳の保持を基本に捉えて、自己決定、自己実現の尊重、自立支援

など住民等による地域福祉推進のための参加や協力に立脚して策定されるべきである。」

という指針を示しています。本市においても、策定時から現在に至るまで住民参加、共

創・協働の視点を重視しており、市民や異なる立場の団体・機関の参画により、協働し

て計画をつくりあげてきたところです。 

 

 「松江市地域福祉計画」と「松江市地域福祉活動計画」を一体化して策定しているこ

とは本市の計画における大きな特徴です。 

 全国社会福祉協議会は地域福祉活動計画を「社会福祉協議会が呼びかけて、住民、地

域において社会福祉に関する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業（福祉サービス）

を経営する者が相互に協力して策定する地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動

計画である」としています。 

地域福祉活動計画は、行政計画としての地域福祉計画と共に、地域福祉を推進してい

くという共通目的があり、言わば車の両輪です。地域の福祉課題の整理・分析・検討や

理念などについて共有化し、相互に連携することが望まれます。 

こうしたことから、本市では地域福祉の政策や制度、各種施策などを充実させながら

地域福祉を推進していくための仕組みづくりに力点が置かれる「地域福祉計画」と、地

域住民の立場から地域福祉の活動を主体的に進めていくための方向が示される「地域福

祉活動計画」について、それぞれの特徴を活かしながら一体的に策定しています。 
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策定当初より、地域福祉のエリアとして重層的に支え合いのシステムを構築するため、

４つの圏域を設定しています。 

１層：松江市全域 

２層：日常生活圏域（地域包括支援センターエリア・公民館ブロックエリア）  

３層：公民館区（公民館・地区社協）  

４層：町内会・自治会 

本市では、３層で公民館活動を基盤とした地域福祉活動が積極的に行われており、公

民館ブロックエリアを基本とした２層に日常生活圏域を設定し、地域包括支援センター

を設置しているところです。 

この２層は、孤立・孤独を防ぐための総合的な相談機関を構築していくための重要な

圏域です。策定当初は「在宅介護支援センターエリア・生涯学習支援エリア（公民館地

域ブロック）」でしたが、現在は「地域包括支援センターエリア・公民館ブロックエリア」

としています。 

高齢者だけでなく、障がい者や子どもなどへの支援や、地域住民が抱える多様で複合

的な課題にも対応する包括的な支援体制の構築が求められているため、総合相談機能を

有するこの２層での取り組みは、より深化した施策の推進が求められています。 

また、それぞれの層における取り組みについては、点ではなく面で捉えて、連携させ

て実施していく事が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 層 

3 層 

2 層 

1 層 松江市全域 

地域包括支援センターエリア 

公民館ブロックエリア 

公民館 

地区社協 

町内会・自治会 

日常生活圏域 

公民館区 
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２層：日常生活圏域（地域包括支援センターエリア・公民館ブロックエリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

地域福祉のエリアともなる公民館ブロックと整合性を図って設定した６つ

の日常生活圏域ごとに地域包括支援センターを設置しています。 
 

圏域名 対象地域 

松  東 朝酌・川津・本庄・持田・島根・美保関・八束 

中  央 城北・城西・城東・白潟・朝日・雑賀 

松  北 法吉・生馬・古江・秋鹿・大野・鹿島 

松南第１ 津田・大庭・古志原 

松南第２ 竹矢・東出雲・八雲 

湖  南 乃木・忌部・玉湯・宍道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称 所在地 

松東地域包括支援センター シルバーワークプラザ 

松東サテライト 市美保関支所 

中央地域包括支援センター 総合福祉センター 

松北地域包括支援センター 市鹿島支所 

松南第 1 地域包括支援センター 旧浩生寮（跡） 

松南第 2 地域包括支援センター 東出雲保健相談センター 

湖南地域包括支援センター 保健福祉総合センター 

湖南サテライト 宍道健康センター 
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第２節 第４次計画の検証 

平成２７年度から令和元年度を計画期間とする第４次計画では、４つの基本目標と

２１の進めるべき方策に基づき、取り組みを推進してまいりました。第５次計画の策

定にあたり、第４次計画の評価・課題の整理を行いました。 

ṥ ểṦ שּ ḱ שּ ︣  

1.  ḱ  

 各学校では総合的な学習の時間等に福祉教育・学習の推進を図ることができまし

た。企業・行政関係機関においては、障がいの理解を深める「あいサポーター研修」

の依頼が増え、「認知症サポーター養成講座」も順調に受講者数が増えています。し

かし、障がい理解や合理的配慮の浸透はまだ十分とは言えないことから、今後もこ

れら福祉教育の実施について、裾野を広げていく必要があります。 

 

2.  ḱ ḱ ṇ ṇ  

 ボランティア活動の啓発を実施し、ボランティアの発掘や育成を図りました。 

高齢者の活躍の場の拡大をめざして開始したボランティアポイント制度については、

活動者の登録拡大に努める必要があります。 

 

3.   

 松江市町内会・自治会連合会と行政が連携し、自治会活動の活性化の取り組みが

進展しましたが、今後も新興住宅団地、マンション等への町内会設立や町内会加入

の依頼、不動産業界等への働きかけなどが必要です。なごやか寄り合い事業は、新

規立ち上げ会場がある一方、参加者の固定化、高齢化や地域で運営する担い手不足

の課題があります。 

 

4.  ︡ ḱ  

 各公民館を中心に、あらゆる世代の交流が深まる活動を行うことができました。

今後も更に幅広い地域福祉活動の推進を図る必要があります。公民館の他に、空き

家等を活用した地域の活動拠点が確保できるよう引き続き支援が必要です。 

 

5.  ṇ ṇ  

 ボランティアセンターへのボランティア派遣依頼は、芸能等の特技を活かした依

頼が大半を占めている現状です。 

２０～３０代の若い世代を発掘・育成するための方法についての検討が必要です。 

分野によっては、女性の人材が不足している状況であり、女性の登用が難しい分

野があるため、引き続き女性の参画の必要性について周知を図っていく必要があり

ます。 
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6.  ḱ  

 認知症サポーター養成講座受講後の企業への勧誘等を通じて協力事業所は増加し

ており、それぞれの企業や企業ボランティア松江ネットワーク会議として取り組みが

行われています。今後は、見守りに関してのネットワーク協力事業者を一層増やして

いくなど、地域との協力体制づくりの取り組みが必要です。 

「松江市障がいのある人もない人も共に住みよいまちづくり条例」に基づく表彰

制度を開始したことから、表彰の認知度の向上に併せ、表彰団体等を模範としてもら

うための工夫が必要です。 

また、社会福祉法人と社会福祉協議会の関係づくりにおいては、今後各法人の意向

を踏まえた調査及び調整が必要です。 

 

7.  NPOḱ ḱ ḱ  

共創・協働研修会と共創・協働マーケットの開催、共創のまちづくり事業補助金

の交付により、NPO法人等との共創・協働の取り組みが進展しました。今後も、「共

創」の理念・手法をより広く周知する必要があります。 

子どもの居場所づくりや緊急避難的なシェルターにより、社会的弱者の支援が図

られ、社会貢献を推進することができました。 

 

8.   

 キャラクターバッジ募金など様々な寄附方法により、市民の理解を深めました。

また、助成団体からの活動報告やホームページ等での紹介により情報発信ができま

した。今後も引き続き、寄附の趣旨と使途を明確化した広報活動を行うと共に、多

様な寄附方法の検討が必要です。 

 

9.   

 地域で見守り助け合い事業や自治会単位など身近な場で開催するなごやか寄り合

い事業等を通じて、要配慮者支援の取り組みを推進することができました。今後は

担い手不足の解消や新たな見守り組織の拡充を図る必要があります。 
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ṥ ỄṦ ṇ צּ ︡ ךּ︣  לּ

10.   

 成年後見制度に関する啓発活動の強化を行い、市民後見人の候補者の増加を図る

とともに、関係機関と連携し、受任後の支援体制を整える必要があります。児童虐

待、障がい者虐待、DVの対応については、関係機関との緊密な連携により、早期発

見・早期対応を行うことができました。様々な要因が複雑に絡み合うケースもある

ことから、関係者・担当者の更なる資質向上が求められています。 

 

11.  ḱ ṇ  

 市民アンケートにおける子育て支援策の満足割合が上昇していることから、保護

者の育児不安の解消や子育てにかかる経済的負担の軽減など、保護者支援を中心に

子育て支援を行ってきたことが一定評価されたものと考えます。 

認知症に関する施策については、「認知症サポーター養成講座」や「認知症カフェ」

の開催など順調に事業を推進しました。 

地域包括支援センターについては、各包括エリアごとで行う地域ケア会議や全て

の日常生活圏域に立ち上がった多職種連携会議などを通して人的資源のネットワー

クの構築を推進しました。 

まつえ障がい者サポートステーション「絆」は、障がいに係る相談窓口として定着

してきています。障がいの理解や合理的配慮について、更に浸透させていくことが

必要です。 

 

12.   

 くらし相談支援センターを広く周知し、認知度が高まったことから相談件数の増

加につながりました。更に市内１５か所にふくしなんでも相談所を開設し、その相

談から孤立という課題が見つかり、社会的孤立に対する取り組みを実施しました。 

 今後は、社会的孤立予防、地域の中の居場所づくりの取り組みを進めていく必要

があります。また、地域包括支援センター、コミュニティソーシャルワーカーが地

域住民の拠り所となるよう、生活の困りごとに対応した実績を増やしていく必要が

あります。 

 

13.  ḱ  

 高齢者の生活に役立つ情報を、より多くの高齢者に提供する必要があります。ケ

ーブルテレビについては、担当者が直接情報提供することで市民の一層の理解につ

ながりましたが、ケーブルテレビ網を活用する部署が限られており、提供する情報

に偏りがあることが課題です。 

 防災アプリやＬＩＮＥ等を利用した情報配信、多言語対応等について検討する必

要があります。 
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ṥ ễṦ ︡ וֹ שּ ︠︣ 

14.  ḱ  

 生活環境について相談のあった事例について本人の同意が得られた案件について

は、生活環境の改善が出来ましたが、公的サービス導入後の生活についてモニタリン

グが出来ていない状況があります。また、市営住宅において、高齢者等の生活環境向

上のためバリアフリー化した住戸はほぼ満室となっており、対象者に快適な住居環境

を提供することができました。 

 

15. שּ  ḱ ḭ  

 乳幼児健診や各種教室・地区活動等にて、乳幼児期からの食育について食生活改善

推進員や母子保健推進員と連携して啓発することができました。また、学校給食を活

用した取り組みや学校給食での地元野菜の利用促進など、関係者が連携して実施しま

した。 

 行政だけでなく、健康まつえ２１推進隊を中心とする地域や事業所、医療機関等と

連携した健康づくりの取り組みを進めました。今後は、壮年期の健康意識を高めるた

め、保健所と連携した事業所へのアプローチの強化やたばこ対策やがん検診等の受診

率向上を図ることが必要です。 

 

16. צּ  ︣  

 住民が主体となるサービス提供体制を構築し、地域の支え合い体制が進展しました

が、担い手不足や住民主体型サービスの登録に関して手続きの煩雑さなどの課題があ

ります。団体登録数が伸び悩んでいるため、引き続き地域に出向いて丁寧に説明して

いく必要があります。 

 
17.  ḱ  

 出前講座や自主防災組織のリーダーを対象とした研修などを通じて、自助、共助の

重要性や防災意識の啓発、防災情報の配信について広く周知を行いました。今後は、

防災意識の啓発や、防災情報の配信について、多様な生活スタイル等に配慮した様々

な媒体の利用について検討する必要があります。 

避難行動要支援者名簿を作成し、避難支援等関係者に対し名簿を提供することによ

り、災害発生時に備えた平常時からの支援体制の構築を推進しました。また、要配慮

者の見守り活動を行う「要配慮者支援組織」の新規設置について、地域に働きかけま

した。 

 

18.   

コミュニティバス利用促進協議会の活動を通じて、特に交通が不便な地域において、

利用者の実態を反映したコミュニティバスの路線・ダイヤの編成を行うことができま

した。公共交通の担い手である運転手の不足が深刻化しており、共助の考え方に基づ

く自治会輸送等の新たな交通の導入について検討を行っていく必要があります。 
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ṥ ỆṦ ︣  

19. וֹ   

 日常生活圏域ごとの多職種連携を図り、切れ目のない支援（入退院支援、情報共

有等）の体制づくりを進めることができました。今後は課題解決に向けて具体的に

取り組むとともに、引き続き介護人材を育成していく必要があります。 

 

20.   

 平成２７年度より松江市くらし相談支援センターを設置し、生活困窮世帯への相

談支援につなげることができました。新規と継続を合わせた相談件数は増加してい

る状況です。行政窓口をはじめライフライン事業所など生活困窮者の早期発見や相

談につながる仕組みを構築していくことが必要です。多問題を抱えるケースが増加

しており、１人に関わる期間も長期化している状況であるため、引き続き相談支援

員のスキルアップを図る必要があります。 

 

21. טּ   

 「松江市地域における高齢者見守りネットワーク事業」の協力事業者への研修会

の開催、消費者見守りメールの配信、なごやか寄り合い事業等での出前講座の開催

など、地域で見守る体制を関係機関と連携して構築しました。今後は、特に高齢者

に向けて、特殊詐欺被害に遭わないための啓発が必要です。 

 制度の狭間にある縦割りの制度では対応できない生活課題に対し、住民に身近な

拠点であらゆる相談が受けられる体制づくりを行いました。地域住民と専門職や機

関をつなぎ、日常生活圏域を単位としたコミュニティソーシャルワーク推進の体制

をより充実させることが求められています。 
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第３節 計画の位置づけ  

（１） 法的根拠 

 地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条に基づく行政計画であり、その規定に定めら

れている事項と、その他健康の増進と福祉の向上に関する事項などを明らかにするもの

です。また、社会福祉法の改正をふまえ、この地域福祉計画の推進を通じて、社会福祉

法第１０６条の３に規定する「包括的な支援体制の整備」を促進します。 

 なお、成年後見の利用の促進に関する法律第１４条に基づき策定する「成年後見制度

利用促進計画」及び再犯の防止等の推進に関する法律第８条第１項に基づき策定する

「地方再犯防止推進計画」は、この地域福祉計画に包含されています。 

 

（２） 他計画との関連 

社会福祉法第１０７条により、従来市町村における地域福祉計画の策定について任意

とされていたものが努力義務になり、「地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児

童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、いわゆる「上位計

画」として位置付けられました。 

 本市の地域福祉計画は「松江市子ども・子育て支援事業計画」、「松江市高齢者福祉計

画・介護保険事業計画」、「松江市障がい者基本計画」、「松江市障がい福祉計画・松江市

障がい児福祉計画」、「健康まつえ２１基本計画」の上位計画として位置付けています。

そのため、人づくり・地域づくりや、総合相談機能の充実など、高齢者・障がい者・子

ども・その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項について総合的に掲載していま

す。 

 また、「松江市自死対策推進計画」、「松江市人権施策推進基本方針」、「松江市男女共同

参画計画」など、その他に地域福祉として一体的に展開することが望ましい分野におけ

る計画とも連携を図り推進します。 
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松江市ひとにやさしいまちづくり条例【平成 21 年 1月施行】 

２９
地
区
地
域
福
祉
活
動
計
画 

 

松江市人権施策 

推進基本方針 

松江市男女共同 

参画計画 

松江市自死対策 

推進計画 

地方再犯防止推進計画 

成年後見制度利用促進計画 

松江市障がいのある人もない人も共に住みよいまちづくり条例【平成 28 年 10 月施行】 

関連する計画等 
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第４節 計画の期間    

 計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間です。 

 （２０２０年４月～２０２５年３月） 

 

 

第５節 推進体制 

 地域福祉計画に基づき施策を推進するためには進捗管理が不可欠です。松江市社会福

祉審議会等において、施策の実施状況等の検証・評価を行い、計画の推進を図ります。 

 

 

           地域福祉計画の継続的な推進イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

地域福祉を推進する主体 

（地域住民、事業所、公民館、町内会・自治会、地区社協、市社協、市等） 

推進方法の 
検討 

計画を策定 

取り組み 
状況の評価 

計画の着実な実行 

松江市 
地域福祉計画 

heck  

ction  Plan  

Do  
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第２章 基本的な考え方               

 

第１節 基本理念 

 

 

 

 

 人は地域社会の中で生まれ、育ち、学び、働き、消費し、子どもを育て、年齢を重ね

ていきます。地域社会は生涯を通して年齢や障がいの有無、職業に就いている、いない

に関わらず、そこで生活をしているすべての人を包み込んでいる社会です。 

 地域で豊かに暮らすということは、たとえ生活上の困難を抱えていても、すべての人

が、その人らしく自由に、主体的に役割を持ち、あたり前に自立して暮らすことができ

るということです。 

 それを実現するためには、保健・医療・福祉・住宅・教育などの制度やサービスが、

生活圏域である地域社会の中にあり、しかもそれを地域住民が総合的に利用できるよう、

連携したしくみとして機能していることが必要です。 

 このような地域福祉推進における重要な視点については、本市においては第１次計画

から次のように捉えています。 

 「地域福祉とは何か、とは簡単には説明できませんが、一言で言いますと、孤独・孤

立をどのように防ぎ、支援を行っていくのかということではないかと思います。そして、

いかにそのような方に対し気付き、手を差し伸べあっていくシステムを創っていくのか

ということが重要であると考えます。行政施策と各種福祉の地域資源が連携を取った支

え合いのシステムをつくりあげていかねばなりません。（「まつえ福祉未来２１プラン」市長挨拶よ

り）」 

 これが策定時から今日まで変わらず受け継がれている考えであり、本市の地域福祉の

根幹を成しています。 

 また、地域社会では「支える側」の人が「支えられる側」であることもあり、役割が

固定されるものではなく、両方の側面を持って生活が営まれていると言えます。時と場

合により役割は入れ替わり、循環しています。 

誰もが役割を持ち、地域福祉活動への参加を通して、その人らしく尊厳ある人生をお

くることができる、地域共生社会の実現が求められます。 

その実現に向けて、基本理念を「みんなで やらこい 福祉でまちづくり」と定め、

共創・協働の手法を用いて市民・関係団体等が一体となって住みやすさ日本一をめざし

ていきます。 

 

 
 

שּ ךּכֿ  

Ṍṡ אל︣ Ṣ ︠︡ Ṍ 
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第２節 基本目標 

 

ṥ ểṦ ּש ḱ שּ ︣  

地域福祉を推進していくためには、人づくりを行っていく事が重要になってきます。

そのために、福祉教育等を充実させる取り組みを行うと共に、地域リーダーの育成や、

ボランティアへの参加をうながすことにより、人づくりを進めていきます。また、地

域福祉活動の基盤となる地域コミュニティの活性化を図り、地域の居場所づくりや要

配慮者の支援の仕組みづくりなども進めていきます。 

さらに、社会福祉法人、企業やＮＰＯ等との共創・協働により、住みやすい地域づ

くりをともに進めていきます。 

 

 

ṥ ỄṦ ּש  

 地域共生社会の実現をめざし、全ての世代・全ての人を対象に「全世代・全対象

型地域包括支援」や「総合相談」の構築に向けた関係機関の連携強化を図ります。 

また、高齢者人口の急激な増加に伴い、医療、介護、予防、住まい、生活支援の

サービスを一体的に提供・支援を行える既存の地域包括ケアシステムをより深化さ

せる取り組みを行います。 

 

 

ṥ ễṦ ṇ צּ ︡ ךּ︣  לּ

虐待や DVなどの生活課題や福祉ニーズに対応するため、権利擁護の取り組みの充

実に努めるとともに、関係団体と連携・協働し、利用者が安心してサービスを利用

できる環境整備を行います。また、福祉サービス提供に関連して効果的な情報提供

を行うとともに、情報の共有化を図ります。 

 

 

ṥ ỆṦ ֹו ︣  

子ども・障がいのある人・高齢者に関わる課題解決に向けた取り組みに加え、関

係機関が協力して、生活困窮者への生活支援、再犯防止施策、自死対策などの取り

組みを推進します。 

 

 

ṥ ệṦ ︡ וֹ שּ ︠︣ 

誰もが安全安心に暮らし続けることができるまちづくりをめざし、生活の基本と

なる住環境整備や移動手段の確保に努めます。また、地域の中で防災・防犯体制を

構築するため、災害時だけでなく平常時から地域の要配慮者への見守り活動等を推

進する取り組みを行います。 
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שּ ךּכֿ   

Ṍṡ אל︣ Ṣ ︠︡ Ṍ 
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שּ ḱ שּ
︣  

Ễ 

 

שּ  

ễ 

ṇ  צּ

︡  ךּ︣

 לּ

Ệ 

וֹ
︣  

進めるべき方策 

１． 福祉教育・学習の推進 

２． ボランティアの育成・参加促進・コーディ 

ネート強化 

３． 自治会活動の活性化 

４． 公民館・地区社協等を拠点とした地域福祉 

活動の推進・活動拠点の確保 

５． 地域の居場所づくり 

６． 地域リーダーの育成 

７． 企業・社会福祉法人の社会貢献の促進 

８． ＮＰＯ・ＪＡ・生協等諸団体との共創・協働 

９． 寄附文化の醸成 

１０．要配慮者支援の推進 

進めるべき方策 

１１．全世代・全対象型地域包括支援や総合相談の 

構築に向けた関係機関の連携強化 

１２．地域包括支援センター機能の充実 

１３．制度の狭間にある生活課題への対応 

進めるべき方策 

１４．権利擁護の取り組みの充実 

１５．成年後見制度の充実 

１６．効果的な情報提供・情報共有化の推進 

進めるべき方策 

１７．子育て・子育ち支援の充実 

１８．障がいのある人が地域で安心して暮らせる 

社会の実現 

１９．健康づくりと介護予防の推進、認知症対策 

２０．生活困窮者への生活支援の充実 

２１．再犯防止施策の推進 

２２．自死に追い込まれることのない社会の実現 

進めるべき方策 

２３．住宅・生活環境の整備 

２４．移動手段の確保 

２５．防災・防犯体制の充実 

ệ 

︡ וֹ
שּ

︠︣ 
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第４節 数値目標 
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(ẑ) ḱ Ḳ ḭ ḭộớỚḭ ḭ ḭ  

 

第３章 進めるべき方策                       

【基本目標１】人づくり・地域づくりを推進する 

１．福祉教育・学習の推進  

誰もが地域で自立し、安心して生活していくには、地域で生活するすべての人がお互いを尊重

し、一人ひとりの人間の差異や多様性を認め合うことが大切です。 

豊かな福祉社会の実現をめざして、共に学びあい、お互いを高めることができるよう障がい・

認知症への理解など福祉教育を積極的に推進していきます。 

福祉教育は、人権教育を基本として成り立つ教育実践です。すべての市民が思いやりの心と、

助け合いの大切さを学び、「共に生きる社会をつくりあげ、共に手をたずさえて豊かに生きてい

く」ノーマライゼーション( ※用語 P19) の理念を地域全体で理解し、実践していきます。 

  

ḱ ךּטּ ︡ḭ  

︡ ︣Ḯ 

טּ(1) ךּ ḭ ︡ ︣Ḯ 

(2) צּ ︡ ︡ḭ

︣Ḯ 

 

ḱ  

(ẑ) 

צּ ︡ḭ ךּ וֹ ךּ

︡ ︣Ḯ 

(1) ṡ ḱ ḱֿכ Ṣ ḭ ︢ ︡

︣Ḯ 

(2) ( ) ︡ ḭ ︣ ︡ קּךּ

︣Ḯ 

כֿ(3) ︡ קּ ḭ

ךּףּ ḭ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

 

 

 

 

ךּצּ ךּ ḱ ︡

︣Ḯ 

(1) ︣ ךּ︡ ḭ ḭ ךּףּ ḭ

ṇ ṇ ︡ ︣Ḯ 

כֿ(2) ︡ קּ ḭ

ךּףּ ḭ ︡ קּךּ ︣Ḯṕ Ḳ１． Ṗ 

(3) ḱ ḱ ḱ ︡ḭּךּט ṇ

ḭּךּט ṇ ṇ ḭךּ ךּצּ

︡ קּךּ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

 

 

 

 

︣ ךּ︡ ḭ וֹ

ךּ ︣Ḯ 

(1) ︣ Ṅ ḭ

︡ḭּט ︢ ︣Ḯ 

 

ḱ  
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２．ボランティアの育成・参加促進・コーディネート強化  

地域活動やボランティア活動への参加は、より地域を知ることができるだけでなく、参加から

生まれる交流により、人と人との触れ合いが生まれます。 

地域の生活課題を行政だけで解決していくことが大変難しい状況となっている今日、住み慣

れた地域で安心して生活していくためには、向こう三軒両隣を含むそれぞれの地域における支

え合う力がなにより必要となっています。 

ボランティア活動に多くの市民が興味や関心を持ち、ボランティアとして参加を促す仕組み

づくりを進めていきます。 

また、ボランティアセンターと市民活動センター・ボランティア団体・企業・社会福祉法人等

をはじめ様々な団体・機関との連携・強化を図り、ボランティアに関心を持つ人と支援を求める

人を結び付けていくコーディネート機能を強化していきます。 

 

  

︣ קּךּ ︣Ḯ 

(1) פּ ( )ṕẑ ) ︡ḭ

ḱ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(2) ︡ḭ Ṅ ṇ ︡

ḭךּ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

 

ḱ ︣Ḯ 

(1) ︡ ḭ ︣Ḯ 

(2) ḭ ︡פּ וֹ לּ ḭ

קּךּ ︣Ḯ 

(3) ︡ḭ

︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

 

 

ṇḱ ṇḱ ḱ ḱ

ḭ ṇ ṇ קּךּ ︣Ḯ 

(1) ṇ ṇ ḭ ṇ ḭ ︡ḭ שּ

ḭךּ

בֿ קּ ︣Ḯ 

(2) ︡ḭ כֿ ḭ

︡ ךּ︣ ḭ ךּ ︣Ḯ 

(3) ṇ ︡ḭ ṇḱ

ṇḱ ḱ ḱ ︢ Ṅ ḱ

ḭ ︡ קּ לּ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

 

 

˲ ῎˳ 

̞ϘϛσΤЪϱрЕⱧỘ(ЩжрГϰϯЪϱрЕⱧỘ)̃ ‰ Υᵒῐיּ τⱢβϥ︡Ϥ ϙϒχ╥

ᴥʺϘθψЩжрГϰϯᶨ Ϭ“μθ ›τЪϱрЕϬ βϥⱧỘʻ  
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ḭ ḭ ︡ḭ

ḱ ︡ ︣Ḯ 

(1) טּ ḭ

צּ

קּךּ ︣Ḯ 

ḭ ḱּךּט ṇ ṇ ḱ ṇ ṇ

ḭ ︡ ḭ

ḱ ךּ ︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  

 

 

 

︠︡ḭ ךּצּ ṕ Ṗ ︡ ︣

︣Ḯ 

ךּטּ(1) ṇ ṇ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

 

 

 

 

︣ ךּ ︣Ḯ 

(1) ṇ ḭ ṇ ṇ ︡

קּךּ ︣Ḯ 

(2) ṇ ṇ ṇ(ẑ ) ︡

︡ḭ ︣ ךּ ︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  

 

 

ḱ ︣Ḯ 

(1) ṇ

︡ ︡ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

 

˲ ῎˳ 

̞Л˔ЫжϱЉ˔Єдр˜‰ ʺϜ◓ςϜϜיּ ΥΜχΚϥ ϜσΜ Ϝʺβϓοχ Υʺᴪ

Ϟ ӽχ πʺζχ ϣΰΜ ΰθם ᶨϬΰʺᶨ βϥάρΥ ΚϥϓΦ◒πΚϥρΜΞ―

Π ʻ 

 

̞ЀЬвИГϰЊ˔Єаим˔ϸ˔˜ χ ựσ π ╛ ᴟβϥ ᶨᴿ ϬϘϥέρ

Ϊ♁ϛʺ ṐḩϞ ӽḩἰּי ρᵔὨβϥρρϜτʺ ϜΥӗ ΰο ϣβάρΥ ϥ ӽ

ξΨϤϬββϛϥ Ỹ Ԍʻ 
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３．自治会活動の活性化  

近年は、世帯構成員の減少やライフスタイル、価値観の多様化の中で、“近所とのお付き合い”

も時代の変化とともに様変わりし、関係が希薄となっています。 

一方、大規模災害、高齢化、生活環境の向上など、人口減少時代において地域の課題に対応す

るためには、地域における住民同士のつながり、連携、支えあい、話し合いが求められています。

そうしたことから、地域のコミュニティの基盤となる町内会等の必要性、重要性が再認識されて

います。 

実態的な自治会等加入世帯数は、横ばいもしくは微減と思われますが、高齢などの理由により、

世帯や班などの単位で町内会等を脱退する例も見受けられるようになっています。 

このように役員や会員の高齢化、担い手不足、加入率の減少等、多くの町内会等は、共通の喫

緊の課題を抱えています。この解決を図り、活動を活性化させるため、調査研究や加入促進の取

り組み等を強化していきます。 

 

  

︡ ︣Ḯ 

(1) ḭ ṇ ṇ ︢

וֹפּקּ ︣Ḯ 

ḭ ḱ ︡ ḭ נּ

ḱ ṇ ṇ ḭFacebookḭ

︡ḭ ︣Ḯ 

(2) ︣ צּ ךּ ︡ ︣Ḯ

ḭ ךּ לּ ︡

︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

וֹפּקּ ךּ ︣Ḯ 

(1) פּ ︣ כֿ ḭ

︣Ḯ 

ḭ ḱ ︡ ḭ

וֹ ︡ḭ ︣Ḯ 

(2) ḱ ︡ ḭ

︡ḭ צּ ךּ ḱ

וֹפּקּ ḭ ︡ ︣Ḯ 

 

ḱ  

 

︣Ḯ 

(1) פּ ︡ טּצּ ḭ  

ךּ ︡ לּ ḭ קּ קּ ︡ ךּ וֹ לּ קּ

וֹפּ ︣Ḯ 

ḭ ḱ  

ḭךּ ︣ ︣Ḯ 

 

ḱ  

 

 



第３章 進めるべき方策【基本目標１】 

21 

 

  

ḭךּ ︡פּ ︣Ḯ 

(1) ḱ

︡ḭ ︡פּ ︣Ḯ 

 

ḱ  

 

נּ קּךּ

︣Ḯ 

פֿ(1) פּ ךּ ︡ḭ

ḭ בֿ קּךּ ︣Ḯ 

פּ (2) ḭ ṕ ḱ ךּצּ Ṗּצ ︡

ḭלּ לּ ḭ

︡ קּךּ ︣Ḯ 

(3) ḭ ṇ ḱ ︡

ḭ ךּ וֹ שּ ︡

︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  
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４．公民館・地区社協等を拠点とした地域福祉活動の推進・活動拠点

の確保  

公民館・地区社協は、地域住民の最も身近な存在であり、福祉、防災、環境、安全・安心なま

ちづくりなど、広範な地域課題に取り組む、地域福祉活動の拠点となっています。また各地区社

会福祉協議会はいわゆる「松江市方式」といわれる公民館が持つ学習機能と一体的に福祉活動を

推進してきました。その活動は全国的に高い評価を受けています。 

こうした公民館・地区社協の役割を生かして、地域における住民の小地域福祉活動を支援する

と共に、地域の関係団体と連携して福祉のまちづくりを推進していきます。 

また、身近な活動拠点を確保する事により、地域福祉活動の活性化を図っていきます。 

 

  

ḭּט צּ ךּ ︣Ḯ 

(1) ṇ נּ ︣ כֿ ḭ ḭ ḭ

ךּצּ ṕ Ṗḭ ︢ ḭ Ṅ צּ ︡ḭ ︣

︡ ︣Ḯ ḭ צּ ︡ ךּ︣ ḭלּ

︣ ḭ ︡ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

︡ ︣Ḯ 

(1) קּ קּ ︡ ︣Ḯ ḭ

︡ ︣Ḯ 

(2) ḱ ︡ ︣Ḯ 

(3) ḭ שּ ︡ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

︡ ︣Ḯ 

(1)29 5 ḭקּ וֹףּ

ḱ ךּצּ ḱ שּ Ṅ

︢ḭ ︡ ︣Ḯ 

(2)29 ḱ לּ

︡ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

︡ ︡ ︣Ḯ 

(1) ḭ ךּצּ

ḭ ︡ קּ ḭלּ

ךּ צּ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

︣Ḯ 

(1) ︣ כֿ

ḭ ṇ ︣

︣Ḯ 

 

ḱ  
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５．地域の居場所づくり  

近所づきあい等住民同士のつながりの希薄化が進み、独居高齢者だけでなく若年層にも困り

ごとや生活のしづらさを発信できないなど、社会的孤立が広がっています。つながりの希薄化や

社会的孤立は、閉じこもりや生活困窮、虐待などにつながるため、身近な場所で気軽に過ごせる

居場所づくりが必要です。 

行政、社会福祉協議会、諸団体が協働し、地域の居場所づくりを進めていきます。 

 

  

ḱ ṇ אל ḭ ︡ ︣Ḯ 

(1) ḭ כֿ ḭ ךּצּקּ שּ ḭ

בֿ קּ ︣Ḯ 

(2) ḱ ṇ ︡ שּ︡ שּ ︡ḭ

ṇ ḭ צּ ︡ ḭ

צּ ךּ ︡ צּ לּ נּ קּךּ

︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

ṇ ṇ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1) Ṅ ︢ ḭ

ṇ ṇ ︡ḭ קּךּ

︣Ḯ 

 

 

ṡ Ṣ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1) Ṅּצḭ ︡ נּ ︡ ṡ

Ṣ ךּ ḭ ḱ וֹפּקּ קּךּ

︣Ḯ 

(2) אל ךּ וֹ לּ קּךּ

︣Ḯ 

 

︡ ︡ḭ וֹ קּ ︣Ḯ 

(1)60 ḭ ︡פּ

ḭ ︡ וֹ ḭלּ

︣ לּ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

נּ צּ ḭצּ ︢

צּ שּ ︡ ︣Ḯ 

כֿ(1) טּ צּ צּ ḭ ḭ ḭ

ךּצּ ḱ נּ ︡ ︣Ḯ 

ךּצּ(2) טּ צּ ︣ כֿ ךּ ḭלּ

ṇ ḭ ︡ ︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  
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קּ ḱ קּ ḭ ṇ ḭ Ṅ

︡ שּ ︡ ︣Ḯ 

(1) צּ שּ ︡ ︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  

 

 

ṇ ṇ ḱ ḱ ךּ

ךּ ךּ ︣Ḯ 

(1) צּ ףּ ךּ ḭ פּ נּ ︡

ḱ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  
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ǀ˗͈ ˺ǁ ǱǛȋǒὫȑֻǋʫ ˲ ʹ̝ 

 

 ₴Ʋ⁸КǵǱǛȋǒὫȑֻǋș ᵣǞǭǋȒʫ ˲ǜȚǓ ȅȑƲ ǒȐǵ˗

ș֞ǘǦȑƲȮɩɶɕǲѝǒȓǭ Ḹ˧ șǞȅǠƳ֓қ ǲᵗǷȓȒ ҲКὦ

ȋƲ ҲǠȒǍǏǮᶩǪǭǋȒ˗ǱǰƲ ǲ ˧ Ǔ ȖȓȅǠƳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ȯɩɶɕɭɶȭǵ ἧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǒȐǵ˗  
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ǀ˗͈ ˺ǁ ǚǰȉ ḫ 

  

Ƽǚǰȉ ḫƽǲǶ ȅǪǦὑ ǶǉȑȅǢȚƳȋȑ ȉ ǮǠƳǉǏǭ ǏǷƲ

ƾǚǰȉǓǹǯȑǮȉѫ ǮǔƲ ǉȒǋǶᾜ Ǯ ˗ǠȒǚǯǓǮǔȒƿĝ᷂Ḣǵ

ᾱḹ ĞǯǋǍǚǯǮǶǱǋǮǞȎǍǒƳƼǚǰȉ ḫƽșȋȑǦǋǯǋǍדǋǓǉȒ

˲ǦǨǓǤǵדǋșВ ǞǱǓȐƲƾ˲ǓǫǱǓȒ᷂Ḣǵᾱḹ ƿǬǖȑșǠȒǚǯƳ 

 ǚǰȉǦǨǓẉ Ǳ͔Ι ȋ̀ ǯǵ˧ ǵʴǮ ǨƲ̲ Ǳǋ̝ ǒȐ ǲǒǘ

ǦȑǠȒ ͜ș ǋǮǋǘȒƾᾱḹ ƿǲǱȒǯǋǋǱƳ ⁸ ̝ Ӳ ̝ǮǶ

ǚǍǞǦדǋș ȈƲ Ҳǵ ǨʣǙȋ ᵣșꜘ ǞǭǋǔǦǋǯ ǏǭǋȅǠƳ

ᵣǲ ǠȒ ╠ǔ ʤᶫ ș̸ ǞǭǑȑȅǠǵǮƲǛ ǖǧǜǋƳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כֿ ṡקּ ︢ כḵֿלּ Ṣ 

 

 

 

 

 



第３章 進めるべき方策【基本目標１】 

27 

 

６．地域リーダーの育成  

地域福祉活動を推進するためには、ボランティア活動においても、地域活動を行っていく上に

おいても、リーダーの存在は欠かすことができません。 

とりわけ、日常生活で地域との関わりのある住民（生活視点を持った女性・会社等の組織で長

年にわたり培った経験等が活かせる退職者、これからの地域を担う若者）が、地域福祉活動の中

心となることが大切であり、組織をけん引するリーダー育成に努めていきます。 

 

  

Ṅ Ṅ וֹפּ ḭךּ פּ

ṇ ṇ ︡ ︣Ḯ 

(1) Ṅ ךּ צּ אלשּ ךּ ︣Ḯ פּ

︡ḭ לּצּ שּ וֹשּךּ ḭ

ḭבֿ ṇ

ṇ ṇ ךּ ︣Ḯ 

(2) ṇḱ ḱ ︡

︡ḭ ︡ שּךּ ṇ ṇ ︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  

 

 

ṇ ṇ ︣Ḯ 

(1) ךּףּ ḭ צּ אל טּשּ

Ḯ צּ אל לּ ṇ ṇ

קּךּ ︣Ḯ 

(2) ךּףּ ḭ קּךּ ︣Ḯ 
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７．企業・社会福祉法人の社会貢献の促進  

家族形態の変容や地域のつながりの希薄化から生活課題も多様化し、公的サービスで対応出

来ない制度の狭間にあるニーズが増えてきています。そのニーズに対応する新たなサービスを

創出していく為、企業・社会福祉法人の社会貢献が促進される必要があります。 

そのため、社会福祉法人相互の協働による地域の公益的な活動の推進に向けて、両者の関係づ

くりを進めていきます。 

 

  

︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1) צּ ךּףּ ḭ

צּ לּ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(2) ṕ שּ Ṗ ︡ ḭ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

לּ ḭצּ אל שּ ︣Ḯ 

(1) ךּףּ ךּצּ ךּ ךּצּ

︡ ךּ ︣ ḭ

ḭךּ צּ וֹ שּ

︣Ḯ 

 

︣ ︡ ︣Ḯ 

(1) ṇ ḱ

ḭ ḭ

︡ ︣Ḯ 

 

 

 

 

︡ ḭ שּ ︣ לּ וֹפּקּ ︣Ḯ 

(1) ︡ḭ ךּצּ ṕ Ṗ ︣ צּ שּ

וֹפּקּ ︣Ḯ 

(2) ︡ḭ ︣Ḯ 

 

 

 

︡ פּ

︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1) ︢

ṇ ︣Ḯ 

(2) ṇ צּ ךּ ︣Ḯ 

(3) טּ קּ ṇ ︡ḭ

︡ קּךּ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

טּ ṇ ︡ ︣Ḯ 

(1) אל בֿ שּ ḭ

ḭ ︡ וֹ ḭלּ ṇ ︣Ḯ 
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８．ＮＰＯ・ＪＡ・生協等諸団体との共創・協働  

誰もが地域で安心して生活していくためには、特定領域への関心や専門性を持って様々な活

動を担う社会福祉施設やＮＰＯ法人、ＪＡ並びに生活協同組合など、幅広い民間事業者や諸団体

との協力や連携が必要です。 

これらの団体と行政が密接に連携して、地域課題の解決のため共創・協働の取り組みを行って

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ộớỚ ḱ ︡ ︣Ḯ 

(1)ộớỚ ḭצּ ḱ קּ וֹפּ

︡ ︣Ḯ 

(2)ộớỚ ︢ ︡ צּ ḱ ︣

︡ ︣Ḯ 

 

 

ổỌḭ ךּ ︡ḭ וֹ ︡ ︣Ḯ 

(1) ṇ ︢ḭJAḭ ךּ ḭ︡פּ

ךּ ךּ ︣Ḯ ḭNPO צּ

︣ ḱ ︡ḭ ךּ ︣Ḯ 

(2)NPO ︡ḭ ḭךּ

ךּצּ ︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  

 

︡ ︡ ︣Ḯ 

(1) ︡ ךּ ︡ḭ ḭ

ḭ וֹףּ ︡

︣Ḯ 
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９．寄附文化の醸成  

住民による自主的な地域福祉活動を支えていく上で、その活動財源の確保は大きな課題です。 

松江市においては、旧来から香典返しを社会福祉事業に寄附する習慣があり、ボランティア活

動や地域福祉活動などの貴重な財源になっています。 

企業や団体の社会貢献活動を更に啓発する一方で、企業・住民・行政が協働し、共に支え合い、

助け合う気持ちを善意の寄附金に託す風土を培いながら、着実に地域に根付くよう取り組みま

す。 

 

  

נּ ṡ Ṣ ︡ ︣Ḯ 

(1)︢ ︣שּ ︡ שּ

︡ ︣Ḯ ḭ ḭ ךּ

וֹפּ ︣Ḯ 

טּ(2) ︢ צּ ︣ ︡ḭ

︡ ︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  

 

ḱ ︡ ︣Ḯ 

(1)ộớỚḱ ḭ ︡ ךּ

ḱ ︣ כֿ ḭ

︡ ︣ ךּ ︣Ḯ 

(2) צּ

︡ ︣Ḯ 
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１０．要配慮者支援の推進  

高齢者や障がい者など配慮が必要な方を支援し、日々の暮らしが安心・安全に送れるよう各種

施策を進めると共に、住み慣れた地域で長く暮らしていく事が出来るよう、各種制度を充実させ

ていきます。 

 

  

וֹ לּ ︡ ︣Ḯ 

(1) פּ ḭ ṕ ḱ ךּצּ Ṗּצ ︡

ḭלּ לּ שּ ḭ

︡ קּךּ ︣Ḯ 

(2) ךּ ḭ אל

שּ פּ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

ḭ ḭ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1) אל בֿ שּ ḭ

ḭ ︡ וֹ ḭלּ ṇ ︣Ḯ

ṕ Ḳ７． Ṗ 

פֿ(2) פּ ךּ ︡ḭ

ḭ בֿ קּךּ ︣Ḯṕ Ḳ３． Ṗ 

(3) ḭ ṇ ḱ ︡

ḭ ךּ וֹ שּ ︡

︣Ḯṕ Ḳ３． Ṗ 

 

 

 

ḱ  
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ǀ˗͈ ˺ǁ ὃȑɋɁɆɭɶȭ˗  ȿɧȵ 

 

 ₒὁǵ ƵǓ ǖ ǫǒȒȏǍǲӲҘ ǵ șǑ ǋǞȅǠƳ 
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【基本目標２】包括的な支援体制をつくる 

１１．全世代・全対象型地域包括支援や総合相談の構築に向けた関係機関 

の連携強化 

地域共生社会の実現をめざして、高齢者だけでなく、障がいのある方や子どもなどへの支援や

地域住民が抱える多様で複合的な課題にも対応する包括的な支援体制（全世代・全対象型地域包

括支援）の構築が求められています。 

ひきこもりの子どもを養う親が高齢化して生活に行き詰まる「８０５０問題」や、介護と子育

てに同時に直面し負担が過重になる「ダブルケア」など複合的な課題への対応が必要です。高齢

者の総合相談窓口として設置されている地域包括支援センター等の窓口等を活用しながら、関

係機関が連携することで支援体制の充実を図ります。 

 

  

ḱ ︡ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

︡שּ(1) Ṅ וֹ ḭ

︡ פֿ נּ טּ ︡ ︣Ḯ ḭ

︡שּ ךּ ︣Ḯ 

טּ(2) ︣ ḭ ḭ ḭ ḭ ḭ ḭ

ṇ ṕ Ḳ ṇ ṇ Ṗ ︡ḭ

ḱ שּ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(3) פֿ ︡ ṇ ︡

︣Ḯ 

(4) ṇ ︡ḭ

︡ ︡ ︣Ḯ 

(5) פּ ךּ צּ נּ ḭלּ

ṇ ṇ ṇ ṇ ︣

ḭ ︢ ḭ ṇ

בֿ קּךּ ︣Ḯ ḭ ṇ קּ כֿ ḭ

שּ נּ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(6) ךּצּ טּ צּ ︡ ︣ כֿ צּ קּ ḭלּ

ṇ (ẑ ) ︣Ḯ 

(7) ︡ḭּט ︣ שּ

ךּ ︣Ḯ 

 

 

 

 

˲ ῎˳ 

̞ϯϳЕз˔Ў˜ ớ τ χạϥיּ τ ΰΜο ΦΤΪϥάρʻ ♅ τΣΜοψʺ

ӽπּזᵓ σνσΥϤΤϣᾩ ΰʺ῝ σכ τὫό ΜοΜσΜ ˑϬ ᾋΰʺ◦כϞ

ằϬם☼βϥʺ Υ ΰΨἹ χ ʻ 
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אל ︣Ḯ 

(1) ︡ ךּ ṇ ṇ ṇּצḭ

ḱ ︡ḭ ṇ ︡ḭ ṇ ṇ

︣Ḯ 

(2) ṇ ︢ ︡ ḭ טּ קּ

ḭלּ בֿ שּ ︣Ḯ 

(3) ḭ צּ ︡ ︣

︡ ︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  

 

 

ךּ ︣Ḯ                            

(1) נּ וֹ ḭ ḭ ḭ

ḭ ḭ ṇ ḭ ṇ

︡ צּ קּךּ ︣Ḯ 

(2) ṇ ṕ Ṗּצ ︡ צּ קּ ḭלּ

שּ ךּ ︣Ḯ ḭ ḭ ṇ טּ

ṇּפ ︣ כֿ ḭ

︡ ︣Ḯ 

(3) ︣ ḭ ḭּפּפ וֹ ︣Ḯּפּפ

וֹ ṇ ךּ ︣Ḯ 

 

 

 

 

︣Ḯ 

(1) ︢ ḭ שּ

︣Ḯ 

 

 

 

ḱ ḱ ךּ ︣Ḯ 

(1) טּ ḭ ︡ḭ ḭ פּ

כֿלּ ḭ בֿ קּךּ ︣Ḯ 

(2) ḭ ḭ ḭ ṇ

ḱ ︡ḭ ḱ ︡ ︣Ḯ 
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ǀ˗͈ ˺ǁ ǼǖǞǱȚǮȉ  

 

⁸ ̝ Ӳ ̝ǮǶ̮ ǵ ǱǯǚȔǮǉȐȍȒ ș֞ǘ Ȉ ẉ ǯ

ӲϐǠṞ̑ѰǬǖȑș ǪǭǋȅǠƳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǼǖǞǱȚǮȉ ȿɧȵ 
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１２．地域包括支援センター機能の充実  

高齢者人口の急増に伴い、医療及び介護を必要とする高齢者や認知症高齢者の増加や、一人暮

らしの高齢者、高齢者のみ世帯が増加すると見込まれています。介護が必要な状態になっても住

み慣れた地域で暮らし続けることができるように、医療・介護・予防・住まい・生活支援のサー

ビスを一体的に提供し、支援が出来る地域包括支援センター機能の充実を図ります。 

 

  

ḱ ︡ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1) פֿ ︡ ṇ ︡

︣Ḯ 

(2) ṇ ︡ḭ

︡ ︡ ︣Ḯ 

ṕ Ḳ１１． Ṗ 

 

 

ṇ ṇ ṇ ṇ ḭ

וֹ ︡ ︣Ḯ 

(1) ḭ ךּ ṇ

ṇ ṇ ṇ ︡ḭ

ךּ ︣Ḯ 

(2) וֹ

︣Ḯ 

 

 

ḱ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1) ︣ וֹ ḱ ṇ

אל ḭ ︡

︣Ḯ 

(2) טּצּ ︣ ḭ

ṇ ︡ ︣Ḯ 
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ǀ˗͈ ˺ǁ ⁸᷀ὁӣ ǯ˺  ⁸ ↔ 

 

 ⁸᷀ὁӣ ɵ˺ ȹɱȽɶǶƲƼ̮Ȇ ȓǦ᷂ḢǮǚȓǒȐȉǉȚǞ

ȚǞǭ ȐǠǦȈǲƽșɄɶɜǲ⁸ ↔șЏ Ǯ σǞǭǋȅǠƳ 

 

ƼЊ ǞǦȐƲǤǵ♥ǶǰǍǠȓǷὤǲₒȓȒǵ ƽƼ˺ ȳɶɑȷșѫ ǞǱǓȐ

ὁǮ ǛǠǲǶǰǍǞǦȐǋǋǵ ƽƼ᷀ὁӣ ǪǭǱǲ ƽƼ˹ǒȐǮǔȒⱲǬȉ

ȑȋ ρǶǉȒǵ ƽǱǰǲǫǋǭƲǑ̟ǏǞǭǋȅǠƳ 

 

ƞКὦ 

 ŪᾋґƼὤǮ ȐǤǍƽ ӲҘ ὑ ᵣѫ Ҳ ˲ȦɈȪǵ̝ ⁸  

 ū ⁸̸ Ƽ ɌɶɆƽƼ᷀ὁӣ ὄⱲȪȢɇɔɁȭƽǵ  

 Ħ ȋ↔ ̝ȉ ὕ ǞǭǋȅǠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ᷂ϷǮ ʴǵӣ ɵ˺ ǵᾐ ȋ᷂Ḫ̇ ǵ ǦǨǓӲҘǞǭǖǧǜȑƲ 

  ֺ☻Ҋș ǟǭǖǧǜǋȅǞǦƳ 

 

 

ƞ ↔♥ǵȠɱȯɶɆȏȑ 

Ƽὤ ȋ֘˲ ǯ ǞֻǍǔǪǒǘǯǱȒȷɄȫǱ̝ǮǞǦƽ 

Ƽ᷀ὁ˺ ǲǫǋǭʥὄǶǦǖǜȚǉȑȅǠǓƲ˹ ǵґǯ֝ȑ⁵ǖȷȽɁɓǓẉ

ǑȐȓȒǚǯș ȑƲὄⱲǞȅǞǦƳƽ 
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１３．制度の狭間にある生活課題への対応  

近年、生活課題については様々なものがあり、その課題が複合しているなどにより、十分な公

的支援を受けられないなどの問題も発生していることから、制度の狭間にある生活課題につい

て、その解決に取り組んでいきます。 

 

  

  

ḱ ︣Ḯ 

(1) ḱ ḭ ︣

ḭ ︣Ḯ 

(2) ḭ ṇ ḱ ︡

ḭ ךּ וֹ שּ ︡

︣Ḯṕ Ḳ３．  １０． Ṗ 

(3) צּ קּ לּ ḭוֹפּקּ כֿ︢

︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  

 

 

ךּ ︣Ḯ 

(1) ︣ ךּ ḭלּ ḱ

ṇ ḭךּ ḱ

︣ וֹ ṡ ︡ Ṣ ︣Ḯ 

 

 

ךּ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1) ḭṡ Ṣṡ 2 Ṣṡ Ṣ

Ṅ ︡ ︢ ḭ ךּ︡ קּךּ

︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

 

טּ ṇ ︡ ︣Ḯ 

(1) אל בֿ שּ ḭ

ḭ ︡ וֹ ḭלּ ṇ ︣Ḯ 

ṕ Ḳ７．  １０． Ṗ 

 

 

Ṅ צּ ︣Ḯ 

(1) ṇḭ צּ נּ

ḭוֹ ︡ ︣Ḯ 

 

 

 

 

︡ שּ ︣Ḯ 

(1) ḱ ḭ ︢ ︡ פֿ Ṅּצḭ

︣ ︡ ṡ כṢֿשּ צּ קּ ︡ḭ

ךּ שּ תּ ︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  
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ǀ˗͈ ˺ǁ ̝ ἴ ˔ ǵ ʹ šǑǢǪǒǋǵȷȷɟŢ 

 

 ῇɠɅɩ(ʤᶫ)ș̓ǋǱǓȐƲ ̝ ἴ ǲǉȒ˲ ǵ ǔǬȐǜǵ ș Ǐ

ѝǦǨǶ̲ǓǮǔȒǵǒ ǞֻǋȅǠƳНἧšǑǢǪǒǋǵȷȷɟŢǲǶ⁸ Ӳǵ

ᴣǓї̝ǪǦ ǔǬȐǜș ǏȒ ˲ǵ ƵǯǵȦɒȻɶɇȋῬ Ẏἶ˲ ἶ  

қ′ϼ ƲӔˉ″⁸Ǯ ₴ ˲̊ʣǵəɶɞɪȷș ǿǯᾚǔ șǜ

ȓǭǋȒƲNPO ˲ ȂǍȃǖ ˗  Ằ ⱷǜȚǒȐǵɟɁȹɶȶǓ

ǜȓǭǋȅǠƳ 

 Ǜ₁ ǵ ǲǶ⁸ ӲǮǑ ǞǮǔȅǠǵǮƲǣǹʝ↓Ǜ ǖǧǜǋƳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǑǢǪǒǋǵȷȷɟ ʹ Ȯɩɶɕɭɶȭǵ ἧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǑǢǪǒǋǵȷȷɟɄȫȷɆ       ῇɠɅɩș ǞǦ˗͈  
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ǀ˗͈ ˺ǁ ᷂Ḣǵ SOS  Ǜ ὃȑȿȥɁȭɨȷɆ 

 

ƺ᷂Ḣǵ SOS  Ǜ ὃȑȿȥɁȭɨȷɆƻǶ᷂ḢǮ ὃȑ ҲșǜȓǭǋȒ Ƶǲ

̓ ǞǭȉȐǍǦȈǵɂɶɩǮƲ ὃȑǵ ȋᾍꜘ ǱǰșȅǯȈǭǋȅǠƳ₳

₴ǲѧᶥ̸ ǞǦǛ ὃȑȿȥɁȭɨȷɆǶᾍ ș ǲ ӓǞǭǑȑȅǞǦ

ǓƲɲ ȋ ̱ǮǶƼ᷂ḢВ ̝ƽǵὕ ǲׄǘǦ Ǔ ȈȐȓǭǋȒǚǯș ȅǏƲ

₳ 31 ₴ ̸ ǵ ǮǶ ǵȆǮǱǖƲἧǰȉɵ ᶩ Ʋ ǓǋǵǉȒ

Ǳǰᾍ ǵ șⅎǙǭǋȅǠƳ 

 ǚǵȿȥɁȭɨȷɆǶƲ ᴣỖᵺ ˧̂ ȋ ʹ̝ɵֺ᷂Ӣǵ ЃӲὑ͈̝Ǳǰ

ǮǑ ȑǞȅǞǦƳ 
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【基本目標３】福祉サービスが利用しやすい環境整備を行う 

１４．権利擁護の取り組みの充実  

家族形態の変容により、独居高齢者や高齢者だけの世帯、あるいは単身者のみの世帯が増え、

地域の中で家族や個人の孤立化が進んでいます。 

このような状況の中、子どもや女性、高齢者や障がい者といった、弱い立場の人々への虐待や

暴力といった、人権が侵される出来事も起こっています。 

これらの人々の権利を守り、市民一人ひとりの人権と尊厳が大切にされ、誰もが安全に安心し

て、快適に暮らしていける地域共生社会を実現していくために、権利擁護サービスを充実させて

いきます。 

 

  

אל ︣Ḯ 

(1) ךּ ḭ ṇ ḭ

צּ ךּ ︣Ḯ ḭ ︡

︢ ךּ ︣Ḯ 

ךּצּ(2) ḭ ךּצּ ךּצּ ṇ ḭ ḱ

צּ קּ לּ ︡ ︣Ḯ 

(3) ︡ḭỏỡḭ

ḱ ךּ ︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  

 

︣Ḯ 

(1) ךּ ḭ ṇ ︡ צּ

︣Ḯ ḭ ︡ ךּ ḭ

ךּףּ ḭ ךּ ︣Ḯ 

ךּצּ(2) ḭ ︡ ︣ ךּ︡

צּ ︣Ḯ ḭ צּ ︡

ךּצּ ṇ ךּףּ ḭ פּ ךּ ︣Ḯ 

(3) ỏỡ ךּ ḭ ḱ

ḭךּ ︣Ḯ 

(4) נּ ךּצּ ṇ ṇ ṡ Ṣ ḭ

ךּצּ ṇ ︡ḭ ךּצּ

︣Ḯ 

 

 

 

ךּ ︣Ḯ 

(1) ḭ ךּצּ ḭ ךּצּ ︡ לּ

︡ḭ ḭ ︡ קּךּ ︣Ḯ 
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ךּצּ ︣ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1)ṡ ךּצּ טּ ךּ ךּ שּ Ṣ ḭקּ

︣ כֿ ḭ ︣Ḯ 

(2) פּ ךּ ךּצּ ḭ צּ צּ

וֹ ṇ (ẑ ) ︣Ḯ 

(3) ḭּךּט ṇ ṇ ︢ ḭ שּ ḭ

פּ ḭ ךּצּ ךּ ḭנּ ︣ וֹ קּךּ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

 

 

˲ ῎˳ 

̞ХиФЫ˔ϼ˜Ṱ Ϟ Ῥḩ Ϭ► ΰοΜϥ ʺ ᵲϞ χ ʺϘθψ ṍχ

σςʺᵰᾋΤϣ ΤϣσΨοϜכ Ϟ Ϭ ρΰοΜϥ ˑΥʺ Ӥχ τ Ϭ ρΰ

οΜϥάρϬ ϣδϥάρπʺכ Ϭ ϞβΨσϥϢΞτ―ӛΰθЫ˔ϼʻ 
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１５．成年後見制度の充実     ≪成年後見制度利用促進計画≫ 

認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない人の権利を守り、財産管

理はもとより身上保護や意思決定を支援するためには、成年後見制度の利用を促進する必要が

あります。今後、認知症高齢者等の増加が見込まれることから、制度の必要性はさらに高まると

考えられます。引き続き住み慣れた地域の中で安心して生活ができるよう、制度を必要とする人

を利用につなげるため、行政、家庭裁判所、民間団体等が連携協力して支援体制を構築します。 

 

 

 

 

 

  

  

ṇ ︡ ︣Ḯ 

(1) צּ כֿ צּ קּ ṇ שּ

ḭ ( ḱ ḱ )

צּ ṇ ︣ ṇ ︡ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

︡ ︣Ḯ 

(1) ṇ ṡ Ṣ ︡ḭ5 ṕ

ḭ ḭ ḭ ḭ Ṗ ︡ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

︣Ḯ 

(1) ḭךּ ḭ צּ ךּ ḭ צּ

ךּ ḭ ךּ ︣Ḯ 

(2) צּ ḭךּ צּ ḭךּ ḭ

ḭ צּ ḭ צּ לּ

ḭ ︣ ךּ ︣Ḯ 

(3) ḭ צּ ḭךּ צּ

כֿ פּ ḭ ︡ ︣Ḯ 

︡שּ(4) ︡ ḭ ︡ḭ

בֿ ︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  



第３章 進めるべき方策【基本目標３】 

44 

 

１６．効果的な情報提供・情報共有化の推進  

市報などを通じて、多くの福祉の情報が市民のもとに届けられています。 

より市民に伝わりやすく、最適な福祉サービスが選択できるといった効果的な情報提供を行

うために、市内全域に普及しているケーブルテレビ網や音声告知端末、防災無線、ホームページ

等の有効活用を行っていきます。 

 

  

ṇ ︡ ︣Ḯ 

(1) ︡ ךּ ṇ ︡ḭ ךּ

︣Ḯ 

(2) ︡ טּ ︡ḭ ḱ

ףּ ︡ ︣Ḯ 

 

 

 

ṇ ︡ ︣Ḯ 

(1) ṇ ṇ ךּףּ ḭ ḭבֿ ḭנּ צּ

ḭ ︣ כֿ ḭ ךּצּ טּ

︣ ḭשּ︣ ךּ ךּ︣ ṇ ṇ

︡ ︣Ḯ 

(2) ṇ ṇ ṇ ︡ḭ ṇ

ךּ ︣Ḯ 

 

 

ףּ ︡ ︣Ḯ 

(1) ףּךּ︡אל ṕ ḭ קּ ףּ Ṗ

ḭ ṇ ṇ ︡ ︣Ḯ 
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ǀ˗͈ ˺ǁ Ǒ☻ Ǩ Ḹ 

 

Ƽ ѝǵ̮ȚǮǋȒ᷂Ḣǲ ֯ ǱǑ╓► ǶǰǚǒǱ?ƽ 

Ƽȳɶɑȷ̂ǔ ׄǘ̮ὁǶǰǵȏǍǱ ?  ǰǚǲǉȒǵ?ƽǱǰ 

 ǵ ȐǞǲ ǠȒ Ḹș ǞǭȆǭǖǧǜǋƳ 

 ⁸ ̝ Ӳ ̝ǵəɶɞɘɶȶǒȐȠȭȹȷǠȒǚǯǓǮǔȅǠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ǒ☻ Ǩȳɶɑȷ  

 

 

ȷɜɶɆɓȧɱǒȐȉ ǮǔȒȏǍǲǱȑȅǞǦƳ  

 

 

 

  

QR ȱɶɇǒȐȠȭȹȷ 
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【基本目標４】生活課題の解決に向けた取り組みを推進する 

１７．子育て・子育ち支援の充実  

少子化や核家族化の進行、共働き世帯の増加等により、子どもが親以外の大人との関わりを持

つ機会が減少しただけでなく、近所で子ども同士が遊びなどを通じて育ちあう環境も激減して

います。また、育てる親にとっても、育児を支える人がいないことなどの理由から育児不安や育

児ストレスが増大しています。 

このような状況を踏まえ、子育て世代の経済的負担の軽減や育児不安の解消などの「子育て支

援」、並びに、子どもの健やかな成長を育む「子育ち支援」のさらなる充実に取り組んでいきま

す。 

 

 事業主体 

אל ︣Ḯ 

(1)ṡ 2 ḱ Ṣ ḭקּ

ḱ ḭ ︡ḭ

ḭ ḭ קּךּ ︣Ḯ 

טּ ḭ ṇ נּ

ṇ ḱ ḭ

ḭ ︡ḭ ḭךּ

︣Ḯ 

(2) פּ ךּ ︣ ḭ

ṇ ךּףּ ṕ Ṗḭ ṇ ṇ ṇṕ

Ṗ ︡ḭ ḱ ḱ

כֿלּ ︡ קּךּ ︣Ḯ ḭ

ḭ ︡ קּךּ

︣Ḯ 

(3)ṡ ṇ ḱ ḱ Ṣṕ ︡ צּ קּ

שּ Ṗ ︠︡ḭ ︡ḭ ṇ ︢ וֹ

וֹפּקּ ךּ ︣Ḯ 

(4) ṇ ṇ ṇ ṡ פּ Ṣ

︣ ḭ קּךּ ︣Ḯ 

 

行政 

地域組織・団体 

学校 

民間 
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１８．障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会の実現  

障がいのある人が地域で安心して暮らせる社会にしていくには、本人・家族が必要な支援を受

けることができ、そして、地域の皆さんが障がいを正しく理解していくことが必要です。 

 そのため、制度・サービスについて、必要とする人に確実に利用していただけるよう、相談支

援体制の強化と情報提供の充実を図るとともに、地域の皆さんに対する障がい理解の推進に取

り組み、障がいのある人もない人も、共に手を携えて生活していける地域社会を目指します。 

 

  

ךּצּ ︣ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1)ṡ ךּצּ טּ ךּ ךּ שּ Ṣ ḭקּ

︣ כֿ ḭ ︣Ḯṕ

Ḳ１４． Ṗ 

(2) פּ ךּ ךּצּ ḭ צּ צּ

וֹ ṇ ︣Ḯṕ Ḳ１４． Ṗ 

(3) ḭּךּט ṇ ṇ ︢ ḭ שּ ḭ

פּ ḭ ךּצּ ךּ ḭנּ ︣ וֹ קּךּ ︣Ḯ

ṕ Ḳ１４． Ṗ 

 

 

ḱ  

 

 

 

ḱ ṇṡ Ṣḭ נּ ךּצּ ṇ

ṇ ṡ Ṣ ︣Ḯ 

(1) ḱ ḱ ḱ ḭ ךּצּ

אל ḭקּ ḭ ךּ

קּ ︣Ḯ 

(2) ︡ ךּ︣ ḭלּ קּךּ ︣Ḯ 

(3) ḭ (ẑ ) ︣

︣ ṇ ︢ ךּ ︡ ︣Ḯ 

(4) ḱ ṇṡ Ṣ ḭ נּ ךּצּ ṇ

ṇ ṡ Ṣ ḭצּ ︢ḭ

ךּ ︣Ḯ 

(5) לּ צּ נּ לּ

︡ḭ ︣Ḯ 

 

 

 

ךּצּ ṇ ךּ ︣Ḯ 

ךּצּ(1) ṇ ךּ ḭ ṇ ḭ פּ

שּ︣ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

 

˲ ῎˳ 

̞ιϭιϭТϮϱи˜ σ◦כϬẐϛϥΣ◓ήϭΥʺ ϘΰΜὋ ΰθ◦כϬ ΪϥάρΥπΦ

ϥϢΞτʺΣ◓ήϭτḩβϥΜϧΜϧσ Ϭ ῐּיχ ϞḩἰṐḩΥẶτṜ ΰθϤʺ כ◦

Ϭ Ϊθ ᵬπ οΨϥΣ◓ήϭχⱢ Ϭ μθϤβϥθϛχТϮϱиʻ  
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ךּצּ צּ נּ ךּ צּ קּ לּ ︡ ︣Ḯ 

ךּצּ(1) צּ נּ ךּ צּ קּ טṥּלּ פּ

Ṧ(ẑ ) ךּ ︣Ḯ 

(2) ︡ḭ  (ẑ ) פֿ︡  

(ẑ צּ( קּ ︣Ḯ 

ךּצּ(3) טּ ṇ

︣ ḭ ḱ ḭ ṇ ︡

ḭ ḱ וֹ

ךּ ︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  

 

˲ ῎˳ 

̞ΚμθΤІϼжЭ˜ α ӽτ ϭπΜϥ ΥΜχΚϥ◓ςϜθκϞ σ◦כΥ σ◓ς

Ϝθκχᴪ ρ◦יּכχᵓʻ ӽ χ ˑρχ ᾓᶨ Ϭ ΰοʺνσΥϤϬϜκσΥϣʺꜛ

ϣΰΨ ϣΰοΜΨάρʺϘθʺ ῐּי ●χνσΥϤϬνΨϤʺ ΰ›Ξ τσϥάρϬ ρ

βϥʻ 

̞ФйЅдУ˜ ΥΜχΚϥ◓Υʺ ӽχḼỘ π ᾓϬβϥάρʻ 

̞ΰέρЎайрЅ˜◦כϬ ρβϥ◓ςϜθκΥʺζχ ᶨβϥ ӽπʺ ʺ ᴪʺ῝

Ḭ χⱧỘ σςχẸ τϢϤʺ ◕χ ΥΜⱪ ᶨ◦כⱧỘϬᶨ ΰοʺ1ᴗ ΚθϤ30 ˙

1Ⱳḧʺ τ͍˙͎ᵕ χ▫Ⱨχ ᾓϬ“Ξθϛχ ◕χФйЅдУⱧỘχ ʻם☼τΚθμ

οψʺЂЪ˔Ќ˔Υ Φ Μᾋ︢ϤϞ◦כϬβϥʻ 
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ǀ˗͈ ˺ǁ ǉǋȳɛɶȽɶ ʹ 

 

ǉǋȳɛɶȽɶǯǶƲ ѩǱ Ǳǰș ♬Ǟǭ ǠȒȉǵǮǶǱǖƲ

₡ ǵʴǮ ǓǋǵǉȒ˲ǓᶩǪǭǋȒǯǔǱǰǲƲǨȎǪǯǞǦ Ҟǘș

Ǎ˲ǵǚǯș ǋȅǠƳǉǋȳɛɶȽɶǲǱȒǦȈǲǶ ѝǵ ʹș֞

ǞƲʹ˓ ǲǶȳɛɶɆɎɁȿǓ˧̂ǜȓȅǠƳɎɁȿș ₡ ǲ ǲǫǘ

ǭǋǦǧǔƲ ǲ Ҟǘș ȈȐȓȒȏǍǲǠȒǚǯǮ ǓǋǵǉȒ˲ȉǱ

ǋ˲ȉƲ ǓὄⱲǞǭǯȉǲ ǔǭǋǘȒ ̝ǲǞǭǋǔȅǞȎǍƳ 

 

ƤǉǋȳɛɶȽɶǯǶ  

 ₡ ǵʴǮ ǓǋǵǉȒ ǓᶩǪǭǋȒǯǔǱǰǲƲǨȎǪǯǞǦ Ҟ

ǘș Ǎ˲ǵǚǯșǋǋȅǠƳ ѩǱ ș ♬ǠȒⱳ ǶǱǖƲ ǵǉȒ

ǱȐ ǮȉǱȓȅǠƳǉǋȳɛɶɆɎɁȶș ₡ ǲ ǲǫǘƲ ǲ Ҟ

ǘș ȈȐȓȒȏǍǲǠȒǯǯȉǲƲƼǉǋȳɛɶȽɶƽǵ șⅎǙȅǠƳ  

 

ƤǉǋȳɛɶȽɶǲǱȒǦȈǲǶ  

 ᷂Ḣ ̝ȋ К̝ Ʋ ḹƲἶ Ӵ̬ǱǰǮƼǉǋȳɛɶȽɶ ʹƽș

ὕ ǞǭǋǦǧǔȅǠƳ ǵ ʹȋֻ̝ǲ Ȇ ȚǮὕ ǠȒǚǯȉ֯

ǮǠƳ  

ǀ ʹǵКὦǁ 

ŪǉǋȳɛɶɆ Ҳǵ  

ūẉ Ǳ Ǔǋǵ Ǳǰșר ǠȒǦȈǵ 50 ѝ  

ŬǉǋȳɛɶȽɶǵ☻Ҋǵ  

ŭ ӴǱ ↔ 

ŮǉǋȳɛɶɆɎɁȶǵ˧̂ 
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１９．健康づくりと介護予防の推進、認知症対策  

個人が自身の健康状態を意識し、日ごろからの健康づくりや介護予防、認知症予防に取り組め

るよう啓発を行い参加者の増を図るとともに、既存事業を活かしながら効果的な取り組みを行

います。 

  

שּ קּךּ ︣Ḯ 

(1) אל ṡ 21נּ Ṣ(ẑ )ḭ

שּ ṡלּ Ṣ ḭṡ Ṣḱṡ

Ṣḱṡ פּ Ṣ ṇ ︣ ṡ

Ṣ(ẑ ) צּ ︡ḭ טּ

שּ קּךּ ︣Ḯ 

(2) קּ שּ ︡ ḭ ( וֹ )

נּ (ẑ )ḭ (

) ךּ ︣Ḯ 

ḭ ḱ צּ ṡ קּ

פּ︠ שּ Ṣ ︡ḭ שּ

︡ ︣Ḯ 

(3) צּ שּקּ Ṅ ṡ Ṣכֿ

ךּ ḭ שּ ︣ ḭפּ

ḭ ḭ כֿ ︣ ךּ︡

ḭ צּ ︡

︡ ︣Ḯ 

 

 

 

 

ךּ ḭ ḭךּ אל

︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1) צּ קּ לּ ︣ ḭ ḭ

ḭּצ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

צּ(2) ︣ ךּ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(3) ḭ

שּ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

 

 

 

˲ ῎˳ 

̞ὲῴϘνΠ21 ˜ ӽπχὲῴξΨϤχ ρΰοʺ29 Ỹβϓοχ῝ ḬỸπὫ

ήϦοΜϥʻὲῴξΨϤτḩβϥϱЦрЕϞ„℅χᵫ℗ ʺὲῴ ₰ϞΥϭᾁ χ ᷉

ͥͧσςʺ Ỹχם τ›ϩδθ ˑσ︡Ϥ ϙϬ“μοΜϥʻ 
 
̞ХиІЩжрГϰϯẸṳᵓ˜ ӽτΣΪϥὲῴξΨϤϬ βϥӮʺᴥ ΰΨψʺᵓԌבֿ

῀χ ὀϬ Ϥʺ ᶧ σⱢלΰ Ϭ ϥάρϬ ρΰο ήϦθẸṳᵓʻᾝ∕6

ˢ χ ʺϸжЀк ϘνΠʺϘνΠЂрʾϼжУʺ ᶨᵠ Ẹṳᵓʺ ◓

ὲ ԌẸṳᵓʺ   ớώẸᵓˣΥᴥ ΰοΜϥʻ 
 

̞ὲῴϘνΠᴂכ ˜ ỘԌχὲῴξΨϤτ︡Ϥ ϚρρϜτʺΥϭᾁ χ ẉἴ ʺ ᶨ

Ḉ ὲῴξΨϤᶨ τ ớ τ︡Ϥ ϚḼỘʺ ϬὲῴϘνΠᴂכ ρΰο

ΰοΜϥʻ  
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︣Ḯ 

(1) 25 ︡ ṡ Ṣ ḭקּ ḭ ḭ

ḭ ḭ ︡ ṇ

פֿ קּךּ ︣Ḯ 

(2)8020(ẑ ) וֹ ḭ פּ ḭ

ḭ ḱ שּ ︡ ︣Ḯ 

(3) ṡ Ṣּצ ḭ ḭ

אל שּ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(4) ḭ אל נּ קּךּ ︣Ḯ 

(5) ︡ ḭ פּ ḭךּ

אל ḭנּ שּ ︣Ḯ 

(6) ךּףּ ḭ ︡ḭ

קּ קּ ︡ ︣Ḯ 

 

 

 

 

 

ḱ ︣Ḯ 

(1) קּ ︣ ḭṡ Ṣṡ

שּ שּ Ṣ ṇ ︡ḭ

︣Ḯ 

(2) טּצּ ︣ ḭ

ṇ ︡ ︣Ḯṕ Ḳ１２． Ṗ 

 

 

ḱ ṕ Ṗ(ẑ ) ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1) וֹ ḭ ṇ פּ ộớỚ

ṇ ︡ ︣Ḯ 

(2) ︣ וֹ ḱ ṇ

אל ḭ ︡

︣Ḯṕ Ḳ１２． Ṗ 

 

 

ḱ  

 

 

ṡ Ṣ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1) ḭצּ ︡ נּ ︡ ṡ Ṣ

ךּ ḭ ḱ וֹפּקּ קּךּ ︣Ḯ 

ṕ Ḳ５． Ṗ 

(2) אל ךּ וֹ לּ קּךּ

︣Ḯṕ Ḳ５． Ṗ 

 

 

 

˲ ῎˳ 

̞8020̃МЎʾЫиʾИϱʾЫиºρ ϙʺ¬80⅞τσμοϜ20 ӟ ꜛ χⱦϬ ρΞºρΜ

Ξ֫ ʻ 

 

̞ᵒῐ ʾ ᶨ◦כ ›ⱧỘˢ ›ⱧỘˣ˜ ᵖχ Υ75⅞ӟ ρσϥ2025Ϭ

τʺ σ ᵒῐ ρσμοϜ ϙḈϦθ ӽπꜛ ϣΰΜ ϣΰϬ χΩῇϘπ Ϊ

ϥάρΥπΦϥϢΞʺӺ ʾᵒῐʾ ʾ ϘΜʾ ᶨ◦כΥԁ τ ằήϦϥ ӽ ᶧϾ

ϯЄІГЭϬ  ΰοΜΨⱧϬ ρΰθʺᵒῐ ᾑⱧỘʻ 
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ǀ˗͈ ˺ǁ ȪȢɇɔɁȭ 

  

 

ǶƲ Ǯȉ ǠȒ֯ ǓǉȒר ǮǠƳ 

ǲǱǪǭȉƲї Ȓ ȑ̮Ȇ ȓǦ᷂ḢǮƲ

ѝȐǞǖ ǮǔȒȏǍǲƲ᷂ḢЋ̱Ǯ ǲ

ǫǋǭ Ǟǖ ǞƲ ǵ˲ǯǤǵὤ ǓὄⱲ

ǮǔȒȏǍ ǞǭǋǖǚǯǓⱳ ǮǠƳ 

 ⁸ǮǶƲ ǵ Ǟǋ ǯƲ ǵ

ǲֻȖǢƲǋǫƲǰǚǮƲǰǵȏǍǱȳɶɑȷǓ

֞ǘȐȓȒǵǒǯǋǪǦ ȯȠɏȷș Ǟ

ǦƼ ȪȢɇɔɁȭƽș̸ ǞȅǞǦǵǮƲǛ

ǖǧǜǋƳ 
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２０．生活困窮者への生活支援の充実  

近年、少子高齢化、核家族化の進展など、急激な社会情勢の変化により、人と人とのつながり

が薄れ、ニートやひきこもりなど、社会的に孤立化する人々が増える一方、不安定な非正規雇用

で働く人も増え、失業や病気、家族の介護などをきっかけに、生活に困窮する人が増加していま

す。 

様々な課題を抱えて生活に困窮している人々の課題解決に向け、関係機関が協力して、支援に

取り組んでいきます。 

 

 

  

שּ ︡ ṇ ︡ צּ ḭ

אל קּךּ ︣Ḯ 

שּ(1) ︡ ṇ ḱ ךּ ḭ ︡

ךּ︣ שּ ︣Ḯ ḭ טּ צּ

צּ ךּשּ ︡ ḭ ךּ ךּ

︣Ḯ 

שּ(2) ︡ ṇ ︡ שּ

︡ḭ ḱ לּ ḭ

︡ḭ ךּ קּךּ ︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  

 

פּ ḭ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1)8050 טּ ךּ ḭ

ךּ ︡ ︣Ḯ 

(2)Ṅ ḱ ︡ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

 

 

 

ḱ  

 

ṇ ḭ כֿקּ ḭ וֹ ךּ ︣Ḯ 

(1) ︣ ḱ ḭ ︣

ḭ Ӹ ︡ ︣Ḯ 

(2) ḱ ḱ ḱ ḱ ḱ ḱ פּ

קּךּ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

אל קּךּ ︣Ḯ 

(1) ṇ ṇ ︢ḭ

︢ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

 

 

 

וֹ ךּ ︣Ḯ 

(1) ễ ḭךּ ḭ

︡ ︣Ḯ 
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２１．再犯防止施策の推進       ≪地方再犯防止推進計画≫ 

罪を犯した人の多くは、安定した仕事や住居を確保できないことなどにより、社会復帰が困難

な状況にあります。罪を犯した人の社会復帰を、関係機関が協力連携して支援するとともに、地

域住民の理解と協力を得ながら地域社会で孤立させないことで、再犯の防止につなげ、安全で安

心して暮らせる社会の実現を図ります。 

 

  

︡ ︣Ḯ 

(1) ṇ ṇ ךּףּ ḭ ḭ ḭBBS (ẑ

)ḭ ︡ḭ

︣Ḯ 

(2) טּ ṇ ṇ ︡

︣Ḯ 

 

 

ḱ  

ḱ ︡ ︣Ḯ 

(1) ḭ ︡ ṡ שּ

︣ Ṣ ḭ ︣ ︡ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

וֹ ḱ ︣Ḯ 

שּ(1) ︡ ṇ ḭ ︡ וֹ

ךּ ︣Ḯ 

(2) ךּףּ ḭ ︡ ︡

︣ ︡ ︣Ḯ 

 

 

︣Ḯ 

(1) צּ אל

לּ ︡ ︣Ḯ 

(2) ךּ ḭ

︢ ︡ ︣Ḯ 

 

 

︡ ︣Ḯ 

(1) ︡ ךּ ךּ ḭ ḭ

ḭ צּ ︡ ︡ ︣Ḯ 

 

ḱ  

˲ ῎˳ 

̞͗͗ͨᵓ˜ ˑσ Ϭ Πϥ ρʺἳϞ◑χϢΞσ ựσ ∕ρΰο ΰσΥϣʺ Υꜛ

ꜛ π ϬᵔὨΰθϤʺὲ τ ΰοΜΨχϬ◦כβϥρρϜτʺ √Ϟ “χσΜ ӽּז

ᵓχםᾝϬ ◙β ЩжрГϰϯ ʻ 
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２２．自死に追い込まれることのない社会の実現  

自死( ※用語)の多くは、経済や生活の問題をはじめ、健康や家庭の問題など、様々な悩みが複雑

に関係し、“心理的に追い込まれた末の死”と考えられています。 

自死を「個人の問題」としてだけでなく、「社会全体の問題」として捉え、行政、事業所、地

域等と連携した幅広いネットワークの構築や地域の実態に応じた相談・支援体制づくりを進め

ていく必要があります。 

本市では、平成３０年度に策定した「松江市自死対策推進計画」（計画期間：令和元年度～令

和５年度）に基づき、「誰も自死に追い込まれることのない松江の実現」を目指し、取り組んで

いきます。 

  

ḭ ︣Ḯ 

(1)ṡ Ṣ ḭקּ ︡ צּ

ḭ ךּ ︣Ḯ 

(2)ṇ ṇ ḭ ︣ ︡ ︣Ḯ 

(3) ṇ פֿ ︡ḭ ︡  

︣Ḯ 

 

 

 

︣ ︡ ︣Ḯ 

(1) ḭ ḱ אל ︠ ṇ

ṇ ṇ(ẑ ) ךּ ︣Ḯ 

(2) ︡ḭ ︣Ḯ 

(3) ︢ ḭ ︣ ךּ ︣Ḯ 

 

ḱ  

 

 

ḭ ṇ וֹ לּ ︡ ︣Ḯ 

(1) ḱ ךּףּ אל ṇ

ḭ ︣ ︡ḭ ḭ

ṇ וֹ כֿ צּ קּ לּ ︣Ḯ 

 

ḱ ︡ ︣Ḯ 

(1)ṡּ︢ך Ṣ צּ קּ  

︣Ḯ 

(2) ︡ ḭ ךּ  

︣Ḯ 

(3) צּ Ṅ וֹ ḭ 

כֿכֿ ︡ ︣Ḯ 

(4) ︣ ṇ ḱỞộỞ ︣ ḭ  

צּ ︡ ךּ︣ ךּ ḭ ︣Ḯ 

 

ḱ  

 

 

︡ ︣Ḯ 

(1) ︡ḭ וֹףּ  

ḭ ךּ ︣Ḯ 

 

ḱ  

 

˲ ῎˳ 
̞ꜛ♂˜  ◕πψʺˮ ꜛ╙ ρ˯ΜΞᾠ Ϭӹ χ χ τ ΰˮ ꜛ♂ ρ˯ΜΞᾠ τᾠΜḊΠ
ο► ΰοΜϥʻ 
 
̞Ͽ˔ЕϺ˔О˔˜Gatekeeper(Ͽ˔ЕϺ˔О˔)˹ ˮ ˯ꜛ♂χḾᾑ χ‰Μ χ ṍ ᾋʺ
ṍ ᴂϬ ϥθϛʺˮ ꜛ♂Ϟꜛ♂ḩ Ⱨ τḩβϥ ΰΜ ꜡Ϭ ẉ˯ΰʺˮ ꜛ♂χḾᾑϬꜘβЂϱ

рτṓξΦ˯̋ˮ ϬΤΪ˯̋ˮ Ϭ Φ˯̋ˮ τᴂαο ᴪτνσΧ˯̋ˮ ᾋ︢ϥ˯ ᶤϬ Ξ ʻ
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【基本目標５】安心して住み続けられるまちづくりをめざす 

２３．住宅・生活環境の整備  

高齢者や障がい者を含めすべての人が住みなれた地域で安心して住み続けていくためには、

それぞれの生活の基盤となっている「住まい」の整備・充実が必要です。 

快適に生活できる住環境を目指して、「ひとにやさしいまちづくり」を進めていきます。 

 

  

ṡ ךּ︡אל שּ Ṣ שּ ךּ ︣Ḯ 

(1) פּ קּ ︡ḭ ṇ

ךּ ︣Ḯ 

(2) ךּצּ ḭ ךּ︣ ︡ ḭ

︣ ḭ ṇ קּ קּ

︣Ḯ 

 

 

ḱ  

ṕ Ṗ ︣Ḯ 

(1) ṕ Ṗ ḭוֹ ṇḭ

שּ ḭ צּ ︡ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

︣Ḯ 

(1) ︣ כֿ

ḭ ṇ ︣

︣Ḯṕ Ḳ４． Ṗ 

 

 

ḱ  
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２４．移動手段の確保  
移動手段の確保は、高齢者や障がい者、妊産婦、子どもたち、学生など地域で生活する人たち

にとって非常に重要です。 

「だれもが安心してやさしく移動できるまち・松江」の実現にむけ、市民自らが行動し公共交

通を維持・継続・充実していく取り組みが必要です。 

地域住民の通勤、通学、通院、買い物等に利用されている公共交通機関の維持・充実、福祉バ

スの活用、バス割引制度の推進、バス車両の低床化などを積極的に推進していきます。 

  

︣ ךּ ︣Ḯ 

(1) ךּ

ḭ ḭ ḭ ḭ

אל ḱ קּךּ ︣Ḯ 

טּ  ḭ ḭ ḭ ḭ צּ ︡

קּךּ ︣Ḯ 

 

 

 

 

ṇ ︣Ḯ 

(1)ṡ צּ ︡ שּ︡אל קּ ḱ Ṣ ︡ḭ

ṇ ︣Ḯ 

 

 

 

︣Ḯ 

(1) ךּצּ ḱ ︣

ḭ ︣Ḯ 

(2) ︣ ךּצּ טּ ︡ḭ

︣ ︡ ︣Ḯ 

 

 

︡ ךּ︣ ךּ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1) ךּצּ ךּ

︡ḭ ḭ לּ

צּ ︡ḭ וֹ קּךּ ︣Ḯ 

 

 

 

︡ קּךּ ︣Ḯ 

(1) ︡ שּךּ ḭ ︡ צּ ḭ

ḭ ︡ḭ

קּךּ ︣Ḯ 

 

 

︣ ךּ ︣Ḯ 

(1) טּצּ ḭ קּ )ךּ ︣ ) Ṅ

ךּ ḭאל ︣ ︡ ︣Ḯ 

(2) ḱ ︡ צּ ךּ

︡ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  
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２５．防災・防犯体制の充実  

誰もが安全に安心して生活していくためには日頃より地域の中で、力強い防災・防犯体制を構

築し、充実させていく必要があります。 

各地域で実施している取り組みを引き続き推進していくとともに、災害時だけでなく、平常時

から関係機関が連携し、地域の要配慮者への見守り活動等に取り組んでいきます。 

  

וֹ לּ ︡ ︣Ḯ 

(1) פּ ḭ ṕ ḱ ךּצּ Ṗּצ ︡

ḭלּ לּ שּ ḭ

︡ קּךּ ︣Ḯṕ Ḳ１０． Ṗ 

(2) ךּ ḭ אל

שּ פּ ︡ קּךּ ︣Ḯ 

ṕ Ḳ１０． )  

 

ḱ  

 

︡ ︣Ḯ 

(1) ḭ¬ º ṡלּךּ Ṣ נּ ︣Ḯּ︡︡פ

צּ ḭ ךּצּ ḭ ḭ ḭּך

︣ תּ כֿלּ צּ ︣Ḯ 

כֿ לּ ¬ º ḭṡלּךּ Ṣ אל

︡ ︣Ḯ 

 

 

 

ṇ ḭ ︡ ︣Ḯ 

(1) ṇ ( ṇ ṇ) ︡ḭ

︡ ︣Ḯ 

 

 

ḭ ︡ ︣Ḯ 

(1)ṡ ︠ךḭּנּ לּךּ ṕ ṖṢḭṡ

פּ צּ ḭ קּ ךּ ḭ וֹ ḭךּ ṕ

ṖṢ ︡ḭ ︣ כֿ

ḭ ︡ ︣Ḯ 

(2) ḭ ṇ צּ קּ לּ

︣Ḯ 

 

 

ḱ  

 

 

 

ḭ ︢ צּ ḭלּ ︣

ךּ ︣Ḯ 

(1)ṇ ṇ ︣ ḭ ︣Ḯ 

(2) ṇ (ẑ ) ︣ ḭפּ ṇ ṇ ︣

כֿ ḭ וֹףּ ḱ

︣Ḯ 

 

˲ ῎˳ 

̞МЃ˔ЖЫАФ˜  Ϟ τϢϥ Ỹӽʺ ₳←ᵲὕᵞỸӽẉό◙ σςϬ

ꜘΰθ χάρʻ  
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צּ קּ נּ ︣Ḯ 

(1) צּ אל ṕ Ṗ ṇ

ḭ וֹ ︣ כֿ ḭ

נּ ︣Ḯ 

(2) ḭ צּ קּ נּ ︣Ḯ 

 

 

ḱ  

קּ שּ ךּ ︣Ḯ 

(1) צּ ︣ ︣ כֿ ḭ

פּ ḭ ︡ ︣Ḯ 

 

︣Ḯ 

(1) ḭ ︡ḭ ḭ

︣Ḯ 

 

 

ḱ  
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第４章 第５次地区地域福祉活動計画                        

 

第１節 第５次地域福祉計画・地域福祉活動計画との関連について 

 

平成３０年度に２９地区ごとの第５次地区地域福祉活動計画（以下「地区活動計画」

という。）が策定されました。 

地区活動計画では方策が立てられないもの等を第５次松江市地域福祉計画・地域福祉

活動計画に反映するなどの連携を図れるように、策定時期は第５次松江市地域福祉計

画・地域福祉活動計画の策定時期より先行しています。 

策定にあたっては、各地区社会福祉協議会により地域住民が主体となって、住み慣れ

た地域をどのようにしたいか、どのようにその地域で暮らしていきたいかなど、それぞ

れの地域における課題やめざす姿が何度も話し合われました。 

その項目の中から、全市的に取り組むべき方策を地区社会福祉協議会会長会において

とりまとめられ、松江市長・松江市社会福祉協議会会長に対し提言されたところです。 

 

第５次松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画と各地区地域福祉活動計画とは「自助」

「共助」「公助」の理念のもと連携しています。 

 

第２節 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松江市総合計画【平成 29 年度～令和３年度】 

 
２９
地
区
地
域
福
祉
活
動
計
画 

２

９

地

区

地

域

福

祉

活

動

計

画 

 

松江市子ども・子育て支援事業計画 

 
松江市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

 

 松江市障がい者基本計画 

 

 

 

松江市障がい福祉計画・松江市障がい児福祉計画 

 

 

 

 

健康まつえ２１基本計画 

 

 

 

 

 

第５次 

松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

【令和２年度～令和６年度】  

 

≪自助≫ 

≪共助≫ 

≪公助≫ 

地
区
社
会
福
祉
協
議
会
会
長
会 
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第３節 地区社会福祉協議会会長会からの提言 

 

 

令和元年７月 

 

松江市長 

  松浦 正敬 様 

 

松江市地区社会福祉協議会会長会 

      会長 菖蒲 周一 

 

 

 

 

 松江市地区社会福祉協議会会長会は、「だれもが安心して暮せるまちを創る」という理

念のもとに、地区社会福祉協議会活動の発展と地域福祉の推進に努めております。 

  

昨年度、29 地区の地区社会福祉協議会が第 5 次地区地域福祉活動計画を策定しまし

た。策定においては住民へのアンケートなどの取り組みや各地区の策定委員会において

は数十回も会議を重ねるなど、地域福祉活動計画は各地区福祉活動関係者が自分たちの

地域の現状や将来を思い、まさに「だれもが安心して暮せるまちを創る」ための設計図

となっています。 

その計画に基づき下記の通り提言としてまとめさせていただきましたので 今年度

策定されます第 5 次松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定へ反映していただきま

すようよろしくお願いいたします。  
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第５次松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定にあたっての提言 

 

１、地域共生社会の実現に向けた総合相談体制づくりについて 

   ２９地区の地区社会福祉協議会で策定された第５次地区地域福祉活動計画にお

いて子ども・高齢者・障がい者・生活困窮者等の対象者区分にかかわらず、共通す

る課題が複数あります。 

   すでに松江市においては国のモデル事業の指定を受け、市内１５か所に「ふくし

なんでも相談所」を開設し、対象者ごとではなく分野横断的な支援が実践されてい

ます。また市社会福祉協議会では今年度より地域包括支援センターにＣＳＷを配置

して、より身近な拠点で「あらゆる生活課題」に対応できる相談支援体制づくりを

始めています。これは松江市における第 1 次地域福祉計画において提唱された「地

域福祉ステーション」そのものです。 

   複雑・多様化する生活課題に対応できる相談体制づくりの強化が求められている

ことから次のように提言します。 

 

  住民や地区の福祉活動実践者が様々なニーズを身近な拠点で専門職につなぎ、連

携・協働できる松江市版全世代・全対象型地域包括支援体制の構築が必要と考えま

す。 

 

 

２、つながりの再構築について 

行政・自治会等では自治会・町内会加入率促進にむけたさまざまな取り組みがな

されていますが、加入率は年々低下しており、地域のつながりは希薄しています。 

社会的孤立は深刻で８０代の親が５０代の引きこもりの子どもを支える「８０５

０問題」について内閣府は３月に初の実態調査を行い、全国に中高年の引きこもり

が６１万人いるという試算を公表しています。 

市民一人ひとりが困っている人がいたら「ほっておけない」「このままにしておけ

ない」という自然な思いを大切にする、排除しない支えあいの地域づくりが求めら

れています。 

また平常時の声掛け、見守りは消費者被害、災害時の対応にもつながることから

次のように提言します。 

   

ボランティア活動・市民活動・ＮＰＯ活動などを通した市民のつながりが大切だと

考えます。また、より一層の自治会・町内会加入及び要配慮者支援推進事業の促進

が必要と考えます。 
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３、健康寿命延伸への取り組みについて 

  厚生労働省によると、2025年には認知症高齢者は 700万人を超え高齢者の 5 人に

1 人が認知症になるとの推計を出しています。認知症状をきたす疾患は生活習慣病

との関連もあり予防が大切です。また健康寿命の延びにブレーキをかけている 

主な要因は「がん」と「血管系疾患」と言われています。健康診査やがん検診を受け

ることで健康への意識を高め、病気発症を予防することが大切であることから次の

通り提言します。 

 

  健康診査やがん検診の受診率向上に向けた働きかけが必要です。また認知症状を

早期発見するしくみづくりが必要と考えます。 

 

   

４、住民活動ができる環境整備について 

   各地でなごやか寄り合いや公民館のサロン活動が活発に行われています。 

  これらの活動内容は介護（フレイル）予防につながるものです。しかし地区によっ

ては集会所まで遠く高齢期になると歩いていくことができないケースや自治会に

よっては集会所がない等の課題があります。様々な活動を行うには「人」「場所」「財

源」が必要なことから次の通り提言します。 

 

  空き家や空き店舗などを活用した活動拠点の確保及び社会参加事業等に必要な福

祉バスの代替え補助など住民活動を継続、拡大するための支援が必要と考えます。 

 

 

５、移動手段の確保について 

   公共交通機関の利用が不便な地区や市内中心部でもタクシーの予約がとりにく

い状況があります。これらのことは高齢期において運転免許証が自主返納しにくく

なる要因にもなっています。 

  買い物・受診などの日常生活が円滑に行えること、また趣味の活動など高齢者の

生きがい活動へ積極的に参加できるように次の通り提言します。 

  

コミュニティバスの利用促進及び新たな交通施策の検討が必要と考えます。 
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６、地域活動を担う人材の確保と育成について 

   自治会役員・民生委員・児童委員・地区社協役員・福祉推進員・地域ボランティ

アなど地域の福祉活動実践者が固定・高齢化しています。高齢者の生きがいにつな

がる役割を持った社会参加の推進や次世代の地域活動を担う人材の確保と育成が

必要なことから次の通り提言します。 

 

  退職を迎える数年前から地域活動の意義や役割を学べる講座などが必要です。また

高齢者クラブ・シルバー人材センター・ボランティアの個人登録、介護予防・日常

生活支援総合事業(訪問Ｂ・通所Ｂ)など各活動の推奨が必要と考えます。 

   

 

７、子育て環境の孤立について 

核家族化・一人親世帯・居住、就労形態の変化・女性の社会進出など子育てをめぐ

る環境は厳しさを増しつつあります。松江市の子育て施策は過去の民間調査において

全国でもトップクラスです。制度政策はもとより、次世代を担う子どもたちを社会全

体で育てる住民の意識醸成が必要であることから次の通り提言します。 

 

子ども食堂・学習支援・子育てサロンなど地域交流の場の促進及び多様化する子育て

環境に即した体制整備が必要と考えます。 

 

 

８、障がい児・者、生活困窮者等への支援について 

障がい児・者への支援・交流を行う「あったかスクラム、しごとチャレンジ」、低所

得・生活困窮者へのフードバンクの活用など生活上の困難を抱える方々の支援が各地

区で実践されています。人と人が分野を超えてつながり、お互いに支えあう地域づく

りを進めることが大切であることから次の通り提言します。 

   

障がい児・者、生活困窮者が抱える生活上の困難さを正しく理解できる啓発活動や 

あったかスクラムの継続等の支援が必要と考えます。 
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第４節 各地区地域福祉活動計画 

 

 

 

 

 

 Ỹχᵵ  

 島根大学を擁し、県内外から約 5 千人の学生が勉学・研究、生活の場 

とし、地区の活性化の一躍を担っている。また、時代と共に郊外型の団地、 

マンションやアパート等が増え、従来からの住民と新しい住民が入り混じ 

った構成を成している。 

マンション、アパート等の住民は、町内会・自治会を組織しない傾向が 

加速しており、町内会・自治会への加入率は 40％を切っている現状である。 

  

   

 『みんな集まれ～』 

 『みんなで見守り支え合おう』 

 『みんなで手をつなぎ、力を合わせよう』 

 『みなさんの自主的な活動を支えます』 

 『みなさんに伝えます、広めます』 

ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

・地域住民対象「川津地区の未来について考えるアンケート」の実施 

 ・学生を巻き込んだ地域づくり（島大生による地域づくりへの提案（ワークショップ等）、 

 「川津地区の未来について考えるアンケート」の実施など） 

・人材バンク制度の導入（地域サポーターの募集）、人材づくり研修会の開催 

♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

  幼稚園から大学まで擁する学園都市ならではの計画にしたいという想いから、テーマを小学生 

 でもわかるような柔らかい表現にしました。島大生へのアンケート調査を実施するなど、学生と 

一緒に地域づくりを行う仕掛けを計画に盛り込んでおります。 

 

    

      ╩ ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/kawatsu.html  

 

 

 

ϵзϯ 

Ỹ 
︣ϬνσΧ νσΜπ ϩΨ Ḻ 

⁵ᶅ ☺  

  8,013 ⁵ 

ᾟ  7,961 ⁵ 

ᴁ 15,974 ⁵ 

 
ⅎ ₲  7,765 ⅎ  

 
᷈ ͯ     21.25  

 
→ 3 1 3 ᴘ  
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Ỹχᵵ  

市の東部に位置し、大橋川や中海に接する地域で、平成元年に中海大橋、 

平成 18 年に大海崎トンネル、平成 25 年には松江だんだん道路が開通し、 

安全が確保されるとともに交通渋滞が緩和され、また市街地へのアクセスが 

良くなった。  

しかしながら、家族構成の変化など社会構造の変容による、「地域のつな 

がりの衰退」「見守り活動の重要性」など様々な課題が浮かび上がってきて 

いる。  

 

   

【福祉活動体制づくり】 

・福祉関係団体との情報共有や意思疎通を図りながら、福祉活動を強化する。 

【広報活動の強化と情報提供のあり方】 

・「福祉だより」を中心に「公民館だより」各種チラシ等の媒体を通じて広報する。 

【ボランティア人材の把握と育成】 

・ボランティア人材の支援体制の整備を図る。 

【小地域福祉活動の推進】 

・「なごやか寄り合い事業」「ふれあい福祉大会」を定期的に開催できるよう支援を行う。 

【見守り活動の推進】 

・町内会自治会で、要配慮者支援組織の設置を促進し、安全安心を図る。 

 ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

1 月 1 回福祉関係団体との会議を開催し、福祉活動の連携を図る。 

2 広報紙について内容を工夫するほか、町内会自治会の集会時や掲示板等を利用し周知を図る。 

3  ボランティア支援の需給把握や支援体制の整備を行う。 

   4  なごやか寄合事業の開催について、たより等で周知するとともに各地区で実施している事業内

容の紹介を行う。 

   5  支援が必要な世帯を町内会自治会で把握、支援し見守り活動の充実を図る。  

♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

 計画の策定については、地域の実態に対応できる計画にするため、全世帯を対象に「福祉アンケー

ト」を実施し、住民の意見を計画に反映させた。計画の実行にあたっては、毎月 1 回開催している福

祉関係者スタッフ会にて、進捗状況を把握しながら、諸課題の解決に向けて取り組む。  

 

 

     ἠ ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

     http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/asakumi.html  

 

ϵзϯ 

שּ Ỹ 
ӗ πӗ ΰο ϣδϥϘκξΨϤ 

 

 

 ⁵ᶅ ☺  

     96 ⁵ 

ᾟ  1,030 ⁵ 

ᴁ  1,993 ⁵ 

 
ⅎ ₲  798 ⅎ  

 
᷈ ͯ    36.13  

→ 3 1 3 ᴘ  
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 Ỹχᵵ  

 標高 507ｍの澄水山を最高峰とする北山山系とこれに対峙する嵩山に 

囲まれ、中央部の平坦地・丘陵地で古くから産業が栄えた地域で、今でも 

田園風景が広がっている。中心市街地に近いこと、平坦な土地が広がって 

いることなどから振興住宅と農家住宅が混在する地域として発展し続けて 

おり近隣には企業団地であるソフトビジネスパーク島根や島根大学が立地 

している。 

 

   

 【支え合い】：生活支援（買物支援、コミバスの利用促進）、福祉活動の担い手づくり、 

高齢者の日常的な見守り活動、支援が必要な人への災害時の支援 

 【子育て支援】：児童の見守り居場所づくり、孤独にならない子育て支援 

 【交流】：地域とのつながりづくり（なごやか寄り合い、やすらぎ喫茶、敬老会）、 

住民の健康づくり 

 【連携】：民生委員・児童委員・福祉推進員の連携、外部関係機関や地区内団体との連携強化 

      地域の福祉施設との連携、福祉推進員の選任方法の検討 

 【広報】：活動内容を住民にわかりやすく広報する 

 ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

  ・買い物支援の情報提供（リスト化）、有料買い物ボランティアの仕組み作り 

  ・交通手段の確保（コミバスの存続のための利用促進-増便・運行範囲の拡大）の取組 

・福祉推進員活動の充実（役割を理解し、続けたくなる魅力ある組織へ） 

 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

  計画策定にあたり、実態把握・課題抽出のため、概ね 60 歳以上の方のみの世帯の方を対象に生 

 活支援に関するアンケート調査を実施しました。その結果をもとに、策定委員会でワークショッ 

プを行い、買物支援や交通支援など明らかになった課題を計画に反映しております。 

 

    

 

 

ổ ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/mochida.html   

 

ϵзϯ 

ⱱ Ỹ 
άάϧ Ττ ϙϢΜϘκξΨϤ 

⁵ᶅ ☺  

  1,966 ⁵ 

ᾟ  2,050 ⁵ 

ᴁ  4,016 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 1,786 ⅎ  

 
᷈ ͯ    27.56  

 
→ 3 1 3 ᴘ  



第４章 第５次地区地域福祉活動計画 

68 

 

 

 

 

 

 

 Ỹχᵵ  

市の東部で、島根半島の中ほどに位置している。眼前には広大な中海、 

背後には枕木、三坂の山々が連なる北山が迫り、自然に恵まれた土地で 

ある。少子高齢化が進み、小中の児童生徒数の減少、商店街の衰退、空 

き家対策、高齢者の見守り等多くの課題を抱えている。地域の活性化を 

めざして、いろいろな組織で取り組みつつある。 

 

 

   

  ①見守りの充実（小さな拠点づくり） 

・隣近所で助け合い力を強める、困っていることを誰かに伝えられる社会にする 

・子どもが安心して過ごせる場をつくる 

・買い物などの生活支援 

・民生委員・児童委員、福祉推進員活動の認知度を高める 

②リーダーの育成（老若男女一緒になって活動） 

・リーダー、世話人を地域に増やす 

  ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

  ・班単位くらいの小規模の集いの機会を各地区につくる 

  ・公民館に子どもが集まる仕掛けづくりを行う（夏休みのてらこや弁慶の時に食事提供など） 

・本庄の将来について語り合うワークショップを開催する（壮青会・PTA 等との意見交換） 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

  計画策定にあたり、民生委員・児童委員にヒアリングを行い、実態把握を行いました。そこで明

らか 

になった課題を策定委員会で話し合い、計画に反映させていきました。 

策定委員会は小委員会を含め合計 17 回実施し、「なりたい地域の姿」が明確化されました。 

 

 

    

       Ᾰ ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

       http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/honjo.html  

 

 

ϵзϯ 

Ỹ 

⁵ᶅ ☺  

   1,141 ⁵ 

ᾟ  1,28 ⁵ 

ᴁ  2,428 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 1,062 ⅎ  

 
᷈ ͯ    41.47  
 

→ 3 1 3 ᴘ  
 

︣ϬθγήΠ Ϛβϐ  

ξΨϤʾὲῴξΨϤʾ◦Π›Μ 

【自然に見守りができるまち】 
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 Ỹχᵵ  

島根地区は松江市の最北部、島根半島のほぼ中央東寄りに位置し、 

野波、加賀、大芦の３地区で構成される人口 3,304 人、高齢化率 44.19％ 

の地区である。 

 曲折 50 ㎞に及ぶ海岸線を抱え、加賀の潜戸、多古の七つ穴等多

くの観光資源を有する地区であるが、店舗の減少、交通インフラの

脆弱さ等の課題も多く、年々少子高齢化が進んでいる。  

 

 

   

  【交通インフラの充実を図る】 

公共交通機関の利用促進を図るとともに、公共交通機関の利便性の向上や生活しやすい交通

インフラについて検討する。 

 【災害時を含めた地域の支えあい体制づくり】 

自治会・民生児童委員協議会・福祉推進員会・自主防災組織の連携を強化し、各地区の要配慮

者支援会議の活動の充実や、平常時の見守り活動の推進を図る。 

 【認知症予防を含めた介護予防の推進】 

なごやか寄り合いを活用した情報の提供や、住民が認知症や介護について学ぶ機会を設ける。 

 【生活困窮者等への支援】 

実態把握の方法を検討するとともに、生活困窮者等への支援について学ぶ場を設けるほか、 

相談機関や窓口の周知を図る。 

 【健康づくりの推進】 

ウォーキングや検診受診啓発等をはじめとした健康まつえ 21 推進隊活動を推進する。 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

本計画に先立って策定された島根地域版まちづくり総合戦略との整合性を図った。その際の 

アンケート結果も参考にし、中学生から高齢者、県外在住の町内出身者等の意見を取り入れ 

て計画を策定した。また、毎月開催している福祉関係者連絡会を第 2 層協議体として位置づ 

け、本計画の進捗状況について、協議・対応していくこととした。 

 

 
 

      ḣ ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/shimane.html  

 

 

 

ϵзϯ 

₢ Ỹ 
◦ΠΚΜ ϙϭσπνΨϧΞ ΰϘφχ  

⁵ᶅ ☺  

  1,587 ⁵ 

ᾟ  1,717 ⁵ 

ᴁ  3,304 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 1,379 ⅎ  

 
᷈ ͯ    44.19  

 
→ 3 1 3 ᴘ  
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 Ỹχᵵ  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

 

 

 

 

 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

 

 

 

 

    

      ї ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/mihonoseki.html  

 

 

ϵзϯ 

ḩ Ỹ 

◓‰ ᴟϬẄ︣τρμο 

̻υΨϜϤ̼ρ̻ΞϥΣΜ̼ϬḇαʺπΚΜʾ
ώϦΚΜʾθβΪΚΜ ὲῴ χϘκ ḩ 

 

 

 
⁵ᶅ ☺  

   2,416 ⁵ 

ᾟ   2,612 ⁵ 

ᴁ   5,028 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 2,132 ⅎ  

 
᷈ ͯ    44.75  

 
→ 3 1 3 ᴘ  

東西が約２０キロメートルの細長い半島地形の中に２２集落が点在

し、漁業集落の特徴でもある家屋が密集している集落が多い。 

人口は減少が続いているが、昭和 60 年頃からはそれ以前に比べ減

少の度合いが大きくなっている。 

総人口に占める高齢者の割合は年々増加し、逆に生産年齢人口、年

少人口とも減少している。また、高齢者人口は近年２,２００人前後で

横ばいの中、独居など高齢者のみの世帯は増加している。 

 

基本目標：住民一人１学習（あたまの健康）・１スポーツ（からだの健康）・１ボランティア 
活動（こころの健康）を目指す。 

 

〇 見守り活動の継続と充実 

〇 ボランティア活動の推進 

 

 

〇 見守り活動の視覚化をし、それに携わる方に専門職や地区社協が適切なフォローが出来る 

ように支援をしていく。 

〇 生活課題を住民参加で解決できるようにボランティア組織を作っていく。 

 

高齢化が進み、買い物や通院に不便を感じているとの意見が多くあり、生活での困りごとを行

政だけに頼るのではなく、住民同士の助け合いで解決出来るようボランティア組織の立上をして

いく。 
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 Ỹχᵵ  

   市の東部に位置する面積約６, ５㎢の周りを海に囲まれた 

島である。以前は離島であったが松江方面境港方面への 

  アクセスが良くなり通院や買い物も便利になっている。 

   近年核家族や一人暮らし高齢者の増加など地域を取り巻く 

  環境は変化してきている。 

 

  

     

〇地域のつながりづくり：事業の参加促進を通じて地域住民のつながりをつくる 

〇見守りネットワーク：福祉推進員・民生委員・児童委員のネットワークを作り 

孤立や困りごとへ対応する 

〇健康づくり：検診の受診促進 運動や食からの健康づくり 

  〇子育て支援：小さな子どもが安心して遊べる場所づくり 

〇ボランティア活動の促進・支援：ボランティアの確保 活動の支援 

ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

見守りネットワーク 福祉推進員・民生委員・児童委員で情報交換を行い地域の困りごと 

          孤立している人がいないかを定期的に把握 

          出てきた課題について検討・対応を行う 

 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

  計画策定にあたり、小・中学生にアンケートを実施しました。 

  子ども達が住みたくなる、「安心・安全」「地域の仲が良い」「困ったときに助け合える」町を 

  目指す計画を策定しました。 

   

 

 

 

וּ       ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/yatsuka.html  

 

 

 

ϵзϯ 

Ỹ 

●χ◦Π›Μʾ Ϊ›ΜτϢϤ 

ӗ ΰο ϣδϥ ♅χϘκξΨϤ 
 

 

⁵ᶅ ☺  

 1,958 ⁵ 

ᾟ 2,013 ⁵  

ᴁ 3,971 ⁵ 
 

ⅎ ₲  1,763 ⅎ  
 

᷈ ͯ    36.67  
 

→ 3 1 3 ᴘ  
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 Ỹχᵵ  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

  １．高齢者に対する見守り・支え合いの推進 

  ２．健康づくり活動の推進 

  ３．子育て支援活動の推進 

  ４．防災に関する事業の推進 

  ５．誰もが、ともに歩み、ともに暮らすまちづくりの推進（障がい） 

  ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

  ・防災関連事業を切り口とした要支援者の把握 

  ・健康ミニ農園（野菜づくりを通じて健康への意識を高めると共に、新たな仲間づくりを推進す 

る） 

  ・カルガモくらぶ（子育てをするお父さん同士の交流の場をつくる） 

  ・ジョレク（子どもから高齢者まで、そして障がいのある人とともに、一緒にスポーツを楽しむ） 

 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

  「お知恵拝借シート」を活用し、住民の皆さんの困りごとやこれからの暮らしに望むことを整 

 理し、今後の地域福祉活動の具体的な方策について協議を重ねてきました。計画の策定にあたっ 

 ては、「高齢者」「健康」「子育て」「防災」「障がい」についてテーマ別に５つのグループに分かれ、 

 既存の事業の見直しや新たな取り組みの検討を進めてきました。 

 

 

    

      Ό ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/joto.html  

 

 ϵзϯ״

Ỹ 
ϙϭσπ◦Πʾ Ϊ›ΞϘκˮ ˯ 

⁵ᶅ ☺  

  3,820 ⁵ 

ᾟ  4,261 ⁵ 

ᴁ  8,081 ⁵ 

 
ⅎ ₲  4,106 ⅎ  

 
᷈ ͯ     23.75  
 

→ 3 1 3 ᴘ  

城東地区は、西には国宝松江城、県庁、東には総合体育館、大型イベン

ト施設があり、地区の中心には、総合病院がある松江市の中核となる地域

です。６５もの橋がかかる歴史ある堀川には、堀川遊覧船が人々を運び、

城下町松江の面影を伝えます。 

 新たな商業地区、住宅地区として、発展するこの地区は、他地域と異な

り、人口も増加している現状です。 

しかし、マンションやアパート、官舎などの集合住宅があるこの地域で

は、地域福祉活動を進めるにあたり、従来からの住民とのつながりが重要

課題の一つとして挙げられます。 
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 Ỹχᵵ  

市の中心部に位置し、藩政時代から続く町内、その後に外延的に 

市街を形成した町内、さらに昭和40年代以降に住宅団地として開発 

された町内に分かれる。  

平成 12 年度には、隣接する地区から 3 自治会が、平成 13 年度に 

は 3 自治会が編入された。 

 

 

   

【健康と福祉のまちづくり】 

① 町内会自治会の福祉活動との連携協力 ②共生のまちづくり事業 

【組織づくり】 

① 健康と福祉ニーズ調査 ②地域福祉諸団体の育成 ③ともに支える城北の会の充実 

【人づくり】 

地域住民に対する健康と福祉への理解・啓発活動や健康・福祉ボランティアの育成をおこなう 

ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

 町内会自治会の行う防災組織や要配慮者援護事業（見守り・防災・交流の場）及び住民主体

型サービスとの連携・協力と実施個所数を増やす。また町内会自治会の福祉拠点づくりを支

援する。 

 へるぷ城北の運営、オレンジキッチンの実施、子どもの居場所づくりなど 8 つの活動を行う。 

 高齢者への健康福祉ニーズ調査や子ども若者へのまちづくり意識調査を行う（5 年ごと） 

 城北地区第 2 層協議体の充実 

 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

策定にあたり、高齢者ニーズ調査や福祉団体ヒアリングを行い、現状と何を求められているのかの

把握に努めた。これらを踏まえ、地区住民による検討会議を設け、第 4 次計画の評価（削除、充実、

継続）を 6 つの部会でおこなった。城北地区の地域福祉活動は住民と地区社協、公民館の協働作業で

進められていることを実感した。 

 

    

     Ό ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

     http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/johoku.html  

Ỹ 

 ϵзϯ״

Ặ χϘκξΨϤϬϛίζΞ 

 

 

⁵ᶅ ☺  

     3,4 15 ⁵ 

    ᾟ 3,840 ⁵ 

    ᴁ 7,255 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 3,351 ⅎ  

 
᷈ ͯ    29.98  
 

→ 3 1 3 ᴘ  
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 Ỹχᵵ  

 城西地区は松江城の西側、宍道湖の北岸に位置する地域で、住宅地や 

商業地域、山間地域が截然と存在するさまは豊かな自然と歴史文化が融 

合しながら発展してきたことを物語っている。古くから政治、経済文化 

の中心的な役割を果たしてきただけでなく、学校教育・社会教育施設も 

充実しており市内でも有数の学問の地区としても栄えてきた。 

 高層集合住宅（マンション）の建設や農耕地や丘陵地への住宅団地造 

成に見られるように、ここ数年で地域の姿も大きく変容してきている。 

 

   

 （１）住民主体による「安心安全」な街づくり 

 （２）高齢者が安心して暮らせる環境の構築 

    ・地域と楽しいつながりができる 

    ・健康的でかつ生きがいを持つことができる 

    ・これらを支援する態勢の構築 

 （３）すくすく育つ子どもへの支援 

  ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

 ・自主防災組織の結成と避難体制の確立 

 ・定期的な高齢者宅の訪問、なごやか寄り合い事業の実施 

 ・医療・介護多職種連携会議による出前講座の実施 

 ・サロン事業における健康相談と福祉に関する情報提供の機会の確保 

 ・地域福祉活動の重要な担い手である福祉推進員について、理解促進を図る 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

地域福祉活動計画は地域住民が取り組む福祉教育の過程であるという観点に立ち、住民自ら

が地域の福祉（ふだんのくらし）について①学び②気づき③解決し④提案する４つの段階を踏ま

えながら進めていくものとします。 

 

    

      Ό∩ ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/josai.html  

 

 

 ϵзϯ״

Ỹ 
ιϦπϜӗ ΰο ϣδϥ Τσ ♅χ ξΨϤ 

⁵ᶅ ☺  

     4,423 ⁵ 

   ᾟ  4,762 ⁵ 

   ᴁ  9,185 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 4,160 ⅎ  

 
᷈ ͯ    2 6.15  
 

→ 3 1 3 ᴘ  
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 Ỹχᵵ  

 白潟地区は松江藩開府以前から水運の拠点として栄え、松江市の中心 

市街地として発展を続けてきました。「宍道湖・大橋川」の沿川に位置し、 

神社・仏閣が多く立地する地域は城下町としての風情を残しています。 

 地区外大型店舗の開店と消費行動の変化（特に若年層）により商店街が 

衰退し、少子高齢化の進行とドーナツ化現象で人口減少も進む中、現在進 

捗している大橋川拡幅工事に伴い白潟地区の町づくりも大きな変貌を迎え 

ようとしています。 

 

   

 【声かけ・見守り活動】 

 住民が孤立せず、いつでも相談相手がいるという支援体制により、いつまでも安心・安全に暮ら 

 していける町づくり 

 【交流の場づくり】 

 なごやか寄り合いは住民にとって一番身近な交流の場として定着しており、さらなる活動の活性 

 化を図り、引きこもりを防止する 

 【交流の場づくり】 

 白潟地区の拠点である公民館を開放し、住民が集ってくつろげる場を提供 

 ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

 友愛訪問をはじめ見守り活動を重点的に取り組み、「訪問メモ」「緊急連絡先カード」などのツー 

 ルを開発・活用する。 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

  町内会・自治会に加入されている全世帯（1,086 世帯、およそ 3,000 人）を対象としたアンケー 

 ト調査を実施しました！見守り・声掛け活動や地域の交流の場を望む声が多数寄せられ、地区地 

域福祉活動計画に反映されました。 

 

 

    

     Є ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

     http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/shirakata.html  

 

 

 

 ϵзϯ״

ᶣ Ỹ 

ᶣ Ỹ3,000χ Ϭ μο 

˰Σ῀ΜήϘχ ᶣ ♅χϘκξΨϤ˱ 

 

 
⁵ᶅ ☺  

     1,418 ⁵ 

   ᾟ  1,614 ⁵ 

   ᴁ  3,032 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 1,644 ⅎ  

 
᷈ ͯ    36.35  
 

→ 3 1 3 ᴘ  



第４章 第５次地区地域福祉活動計画 

76 

 

 

 

 

 

 

 Ỹχᵵ  

 朝日地区は明治初期までは水田や沼地の広がるのどかな地域であった。 

明治４１年に鉄道が開通したことにより、多くの人が集まるようになり、 

商業地、住宅地として地域は大きく様変わりした。また、東西には国道 

９号線、南北にはくにびき道路が通り、交通の要となっている。 

 現在は百貨店や大型店舗、金融機関などが集まっており、松江市の都 

市機能の中枢として、経済と市民文化を先進する町となっている。 

 

 

   

  １．地域の支え合いのしくみづくりの推進 

  ２．安心して暮らせるための見守りネットワークの推進 

  ３．健康づくりの推進 

  ４．第５次地域福祉活動計画の進捗管理 

  ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

  『夕べのつどい』 

  地元のスナックなど地域のあらゆる資源を活用し、地域住民が集まれる場所を増やしていく 

  『街灯探索会』  

  地区内の街灯設置場所を調査し、地区の今後の防犯対策に活かす 

  『異世代コミュニケーション事業』 

  既存の各種団体間でコラボレーション・交流事業を行い、世代間のつながりのきっかけにする 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

  計画策定委員を中心に、子育て世代から高齢者まで幅広い世代を対象としたアンケート調査を 

 実施しました。アンケートからは住民同士のつながりや交流の拠点となる居場所の創出を求める 

 声が多く得られ、上記に示すような新たな取り組みを「朝日地区の重点活動」と位置付けて計画 

 に反映しています。 

 

 

    

       ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

       http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/asahi.html  

 

 ϵзϯ״

Ỹ 
ϙϭσπ◦Π›Μӗ ΰο ϛϥϘκξΨϤ 

⁵ᶅ ☺  

     2 ,105 ⁵ 

   ᾟ  2,404 ⁵ 

   ᴁ  4,509 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 2,305 ⅎ  

 
᷈ ͯ    2 5.35  
 

→ 3 1 3 ᴘ  
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 Ỹχᵵ  

雑賀町は江戸時代に足軽（雑賀衆・鉄砲衆）が住む街として造られ、区 

画された町並みは昔の面影を残しています。雑賀地区の南側には床几山が 

あります。堀尾吉晴・忠氏親子が城地を選定した由緒ある場所です。 

 江戸時代から明治時代にかけて、庶民の教育機関として私塾や寺子屋が 

多く開設され、若槻禮次郎や岸清一など多くの偉人・賢人を輩出しました。 

先人を顕彰するための松江先人記念館もできています。向学心の高い気風 

は現代にも受け継がれ、「歴史と教育のまち」として発展しています。 

 

   

 （１）高齢者等支援が必要な人たちの見守り・支援体制の構築 

 （２）人との出会いの場をつくる仲間づくり事業の推進 

 （３）健康づくり（健康維持と体力づくり）の推進＜健康まつえ２１の活動を中心に＞ 

 （４）子どもを守り、育てる活動の推進と子育てのしやすい環境の構築 

  ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

○ほっとさいか（認知症見守りネットワーク）や自治会などによる見守り体制づくり 

 ○なごやか寄り合い、ボランティア喫茶「憩い館」、ハツラツさいか、などによる仲間づくり 

 ○健康に関する研修会、食の意識向上をめざした調理活動、健康ウォーキングなどによる健康づ 

くり 

 ○諸団体による子どもの見守り活動、子どもの居場所としてのキッズクラブ、雑賀塾による子育 

  て支援 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

̓ 誰もが安心して住めるまちづくり 

̓ 健全な子どもの育つまちづくり 

  雑賀地区では第１次計画から継続して上記の２点を目標として取り組みを進めており、その成 

果が表れてきています。地域住民を対象としたアンケート調査をもとに策定委員会で検討を重 

ねて完成した第５次地域福祉活動計画をもとに、雑賀地区の地域福祉の充実に努めていきます。 

 

    

      ṽή ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/saika.html  

 

 ϵзϯ״

╛ᵎ Ỹ 

  ϜΥӗ ΰο ϛϥϘκξΨϤʺ 
       ὲ σ◓ςϜΥӾνϘκξΨϤϬ ◙ΰο 

⁵ᶅ ☺  

     2,362 ⁵ 

   ᾟ  2,757 ⁵ 

   ᴁ  5,119 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 2,649 ⅎ  

 
᷈ ͯ    37.16  

 

→ 3 1 3 ᴘ  
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 Ỹχᵵ  

  市の北部に位置し、人口 12,531 人、高齢化率 21.43％の地域である。 

地域の生活環境は JR 松江駅や中心市街地にも比較的に近く、幹線道路

の整備も進んできた。スーパーマーケットや小売店、金融機関、医療施

設、福祉施設も整備され日常生活は便利になっている。 

また、教育環境にも恵まれ、近年は保育所、保育園も増えている一方

で、歴史と自然にも恵まれた地である。 

 

   

  ・高齢者の生きがいづくり（元気で長生き） 

  ・見守り・支え合いの充実（安全・安心な地域づくり） 

  ・障がい者の社会参加（困難を抱える人への支援） 

  ・子どもの健全育成と子育て支援（健やかで優しい法吉の子） 

・若者世代の社会参加の促進（三世代交流） 

  ・学び・広報の充実（知ろう、学ぼう、広めよう） 

  ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

  ・「法吉農園」の設立、「法吉危険発見隊」の設立（安全・安心マップの作成） 

  ・メディア理解研修、多文化共生社会理解のための研修、「あいサポーター」研修会、 

手話出前講座など 

  ・「健康体操・スポーツシリーズ紙」発行、「なごやか寄り合い情報誌」発行 

   などを新しく策定しています。 

 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

  計画策定にあたり、地域住民の意向や地域を取り巻く状況の変化を把握するために、ワークショ

ップを開催しました。各自治会から多くの方々に参加をいただき、「高齢者部会」「障がい者部会」

「子ども部会」に分かれ、法吉地区の現状を見つめ様々な意見をいただきました。 

 

    

      ҥ ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/hokki.html  

 

 

 

ϵзϯ 

ṷ Ỹ 
ιϦϜΥ◦Π›Ξ ӽẶ ᾝϬםᵓχזּ ◙ΰο 

⁵ᶅ ☺  

 5,898 ⁵ 

ᾟ 6,633 ⁵ 

ᴁ 12, 531 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 5,34 3 ⅎ  

 
᷈ ͯ    2 1 .43  

 
→ 3 1 3 ᴘ  
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 Ỹχᵵ  

  

 

 

 

 

 

 

   

【生馬ふれあいづくり】 

・見守りネットワークづくりは、誰でも気軽に立ち寄れる集いの場をつくり、住民同士のつなが

りを深めます。 

【地域別共助力アップ体制の整備】 

・要配慮者リストの共有化とマップ作成し、いざと言う時に備え、また住民同士の繋がりを深め

るよう役立てます。 

・移動手段の調査・研究、移動販売車導入の調査・研究にとりくみ、外出や買物の不便さの解消

を目指します。 

【広報誌・啓発誌発行】 

・便利帳等を作成（生活・福祉サービス情報の提供）し、住民の日常生活に必要な情報を集積し

安心して暮らせるまちを目指します。 

ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

・健康まつえ２１推進隊が中心となり、公民館関係団体と協力し、住民の健康づくりを進めて 

いく。 

・子どもから高齢者まで、公民館関係団体と協力し、ふれあい・交流の場を盛り上げていく。 

・目標に掲げた項目を年度毎に評価・検討し、目標達成を進めていく。 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

計画に対する取り組みの特徴は、単一の実施団体で進めていくのではなく、公民館関係団体と

協力を得ながら進めていくことです。 

外部の知恵と協力を得る事で、活動が活発となり、充実していくことを期待しています。 

 
 

    

      − ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/ikuma.html  

 

 

ϵзϯ 

Ỹ 

⁵ᶅ ☺  

  1,863 ⁵ 

ᾟ  1,805 ⁵ 

ᴁ  3,668 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 1,706 ⅎ  

 
᷈ ͯ    27.21  

 
→ 3 1 3 ᴘ  

 

生馬地区は、松江市のほぼ中央北部に位置し、自然豊かな古くからの

農村地帯であったが、近年市街地にも近いこともあり住宅団地造成等

により混住社会が顕在化している。核家族化も進展している。 



第４章 第５次地区地域福祉活動計画 

80 

 

 

 

 

 

 

 Ỹχᵵ  

 古江地区では、昭和３０年に松江市に合併、市の西北に位置し、宍道湖 

の北端にあり、東は佐陀川を隔て、北は島根半島の分水嶺を境界として、 

西は秋鹿地域に接続している。面積は１９．３㎢で、うち田畑が５．４㎢ 

山林が９．２㎢、その他となっている。７町内、７団地自治会がある。 

 近年、例に漏れず少子高齢化、核家族化、地域のつながりの希薄化が 

進行しつつある。 

 

 

 【福祉目標の設定】 

  「福祉でまちづくり～ふれあい・ささえあい・たすけあいのまち古江」を目標に掲げ、その輪を 

  広げ、人と人とのつながりを構築することで地域の住民誰もが安全で安心に暮らせ、幸せなま 

  ちづくりを目指す。 

  ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

  ・地域住民の交流の場づくり 

  ・見守り・生活支援活動の充実 

  ・高齢者の健康・生きがい事業 

  ・「お助け隊」（仮称）の立ち上げ 

  ・障がいのある方の体験活動の実施とサポーターの交流 

  ・子育て支援活動の促進 

♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

  活動計画策定にあたり策定委員会を立ち上げ、そのもとに５つの作業部会を設置し、これが作

業部会を計画具体化の母体組織として位置づけ、アンケートの調査、座談会の開催、数度にわた

る部会の開催等により計画を練り上げた。 

  今後、毎年度定期的に各部会を開催し、計画の実施点検と必要な見直しを行いながら計画の具

体化に努める。 

 

 

      ᵍᶤ ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/furue.html  

ϵзϯ 

ᾥ  Ỹ 

♅πϘκξΨϤ 
～ふれあい・ささえあい・たすけあいのまち古江～ 

⁵ᶅ ☺  

 2,194 ⁵ 

ᾟ 2,303 ⁵ 

ᴁ  4,49 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 1,851 ⅎ  

 
᷈ ͯ    32.98  

 
→ 3 1 3 ᴘ  
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ΜνϜΚσθχО˔ЕЗ˔˂˂ 

ϙϭσπνΨϧΞ ♅χϘκ ˂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ỹχᵵ  

 市の西端に位置し、南は宍道湖、北は日本海に臨み、大野町、上大野町、

魚瀬町からなる。日本海と宍道湖の中ほどに大野のシンボルである本宮山

（279.9ｍ）があり、この周囲は土地が豊かで「大野大豆」「大野牛蒡」が特

産品として知られる。又、大野地区は松江総合医療専門学校や特別養護老人

ホーム「大野の郷」の所在地でもある。各時代に特色ある歴史文化、本宮山、

神社仏閣等々のすばらしい地域の財産を活かした「大野のまちづくり」をす

すめている。 

 

   

 【見守りネットワークの充実】 

毎日の見守り、声かけに繋がる事業を企画し、住民同士のつながりを構築する。 

 【健康寿命を延ばす】 

   地域の福祉・健康活動やボランティア活動への参加人口を増やし健康意識向上を図る。 

 【生きがいづくり】 

   子どもから高齢者まで様々な世代の人が交流を通して支え合いの心を育む事業をする。 

 【伝える】 周知し共有する。 

  ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

・ボランティアネットワークの開設  ・世代間交流イベント ・健康づくり活動の開催 

 

 ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

 松江総合医療専門学校が行った健康アンケート、自治振興協議会による買い物アンケート、総合

戦略の集会で出た住民の声を基に 10 年後を見据えた“安心して暮らせるまち”づくりについて協議。

「したい事」と「出来る事」の選択と整理。 

その中で「続けたい事」「はじめたい事」「出来る事」を優先し、地区社協はじめ、各団体が共通認

識のもと多角的な取り組みを今回の計画に盛り込んでいる。 

 

 

 

    

      ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/ono.html  

 

ϵзϯ 

Ỹ 

⁵ᶅ ☺  

  25 ⁵ 

ᾟ  55 ⁵ 

ᴁ  1 ,2 80 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 5 3 ⅎ  

 
᷈ ͯ   43.67  

 
→ 3 1 3 ᴘ  
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 Ỹχᵵ  

◕χ τӡ ΰʺ ψꞋ ᾰʺ ψ ᵤϬ ϚάρΥπΦϥ

ה πΚϥʻ◕χ Ϙπψּכπ͍͑ ʺꞋ ᾰτלΞϢΞ

τΰοԁ Υכּ μοΜϥʻ 

‰ ᴟ ψ  ◕ π‰Μ Τϣ͑ ʺ ◓‰ ᴟχ “Υ ΰΜ

Υʺ ΥπΦʺ◓ςϜθκχ Υ όῖΞꜛⱵᵓϜΚϥʻ 

  

 

   

【高齢者生きがい】 

  秋鹿の自然を活かし、高齢者が活躍できる場を創出 

【なごやか寄り合い】 

  誰もが参加しやすく、多世代が参加できるなごやか寄り合いの検討・実施 

【まちづくり】 

  住みよいまちづくりのための組織の連携と事業の検討 

 ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

 ○高齢者生きがい事業 

  秋鹿地区の地元特産品を栽培し、秋鹿のＰＲと販売を通した高齢者の生きがいづくり 

 ○親子のつどい(親子の居場所づくり、親同士の仲間づくり)事業 

  地域の伝統文化・行事を基本に事業内容を検討する。また、子育て世帯の把握のため、保健 

師・幼稚園・小学校などとのネットワーク作り 

 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

 秋鹿のまちづくりには何が必要なのかを地域住民の意見や考えを調査するために『住み

よいまちづくりアンケート』『お買い物アンケート』を全世帯に『若者定住アンケート』を

５０歳以下の方がいる世帯や夏まつりで実施した。この調査結果を基に、第５次地区地域福

祉活動計画に新たな事業を盛り込んでいる。 

 

 

 

    

      Ὁụ ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/aika.html  

 

 

ϵзϯ 

ꜟ Ỹ 

ΜϜֿבΦϜ ώϦΚΜʾνσΥϤʾ◦Π›Ξ  

ꜟχϘκξΨϤ 

 

 ⁵ᶅ ☺  

       90 ⁵ 

   ᾟ  967 ⁵ 

   ᴁ 1,876 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 755 ⅎ  

 
᷈ ͯ   41.04  

 
→ 3 1 3 ᴘ  
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 Ỹχᵵ  

 鹿島の町は、山と海、野と川の情趣あふれるところです。町の北と西は日

本海に面し、島根県東部最大の恵曇漁港と古浦砂丘がひかえます。 

町の中心は、宍道湖と日本海を結ぶ運河佐陀川と太平山を源にする講武川

が貫流し、流域には豊かな田園が開けています。 

平成２８年度より、４公民館（恵曇・佐太・講武・御津）が統合し、鹿島

公民館が鹿島地域の新たなコミュニティーの拠点となり福祉活動やまちづ

くりが行われている。少子高齢化が年々進み、見守り体制の強化と連携が地

域力の重要な役割となっています。 

 

 

【なごやか寄り合い活動】   新規なごやか会の立ち上げ 

【キラビトスクール】      地域人材発掘、性別・年齢・障がい問わず集える場づくり 

【ふるさとキッズチャレンジ】  体験を通して鹿島の魅力を学ぶ 

ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

・なごやか寄り合い事業の周知や立ち上げ支援する。 

・ボランティア学習を通じて住民同士のつながり強化を図る。 

・趣味や様々な体験活動などを生かして地域貢献につなぐ。 

・子ども同士や親子で豊かな自然や地元の資源を生かした活動を企画、実施する。 

 ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

第４次計画の見直しと第５次計画の策定のため、平成３０年７月から策定委員会を立ち上げ、４回

にわたって会議を行い活発な意見を出し合い作成しました。 

 また、今回鹿島地区の小学３年生～中学３年生向けに『鹿島町をもっと楽しく暮らしやすくするた

めのアンケート』を作成し、恵曇・佐太・鹿島東それぞれの小学校と鹿島中学校の生徒３２０名に協

力をいただき、子ども達の声に耳を傾け、計画に取り入れることができました。 

 この計画は、鹿島住民の皆さんと共に実施することで実現できる課題ばかりです。様々な事業に参

加していただき、“福祉の輪”が広がり、世代を問わず誰もが安心して過ごせるまちづくりをめざし

ます。 

        

 

     ụ ֜ĽЉ ᴁΪĽῧṐľĢİŘĶģϯ ēĮįĠōĨ 

     http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/kashima.html  

 

 

ϵзϯ 

ꜟ Ỹ 
ψΩΨϜΞ ӽχ π ♅χ  

˲֥ Ћ₴  

   , ⁵ 

ᾟ  , ⁵ 

ᴁ  , ⁵ 
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᷈ ͯ    . p 

 
G →31 3ᴘ  
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 ϵзϯ 

 

 

 

 

 

 Ỹχᵵ  

市の南東部に位置する人口 13,559 人、高齢化率 24.57％の地域である。 

農業従事者の多い土地であったが、戦後、都市近郊であるという条件に

恵まれ、急激に都市化していった。 

交通の便も良いことから、近年は高層マンションの建設も進み、松江市

29 地区の中で 4 番目の大規模地域である。 

 

 

 【高齢者が安心して暮らし続けることのできる地域づくり】 

  集いの場の充実と強化を行うとともに、ひとり暮らしの高齢者の方への支援を継続して行う。 

 【地域との触れ合いを通し、皆が健康で豊かなこころづくり】 

  子育て世代への情報提供体制を強化し、子育て環境を充実させる。また、健康づくりを推進

し、検診受診率 1％/年向上させていくことを目標にする。 

 【支援が必要な人をとりまく環境づくり】 

  福祉推進員の会や民生児童委員協議会の活動を支援して、見守り活動を充実させる。また、

障がいに対する正しい理解の普及啓発活動に取り組む。 

 【よりよい地域にするための学習・つながりづくり】 

  地区内の諸団体と合同で研修等を行い、連携及び情報共有に努める。 

  ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

 〇健康体力チェック 

  骨密度や血管年齢などの測定を通して、体の状態を確認し、自身の健康に対する意識向上を 

  目指す。 

市の認定を受けた保健協力員を組織化し、健康体力チェックやその他、健康づくりの推進を

行う担い手として活躍していただく。 

 ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

 計画策定にあたり、町内会、小学校児童および PTA、中学校生徒にアンケートを実施し、広く

地域から意見を募った。アンケートから出てきた地域の目線を、新たな目標や取り組みとして内

容に取り入れることができた。 

    

      ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/tsuda.html  

 

 

ԁ 

Ỹ 

άάϧ Ϧ›Ξ ♅χϘκ  

 

 
⁵ᶅ ☺  

   6,4 8 1 ⁵ 

ᾟ  7,078 ⁵ 

ᴁ  13, 55 9 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 6, 195 ⅎ  

 
᷈ ͯ    24.57  

 
→ 3 1 3 ᴘ  
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ᾥ◗ᾖ Ỹ 

 

 

 

 

 Ỹχᵵ  

 松江市南部の丘陵地に広がる地域で、戦後急速な都市化の進展に伴い 

住宅地となった。 

 戦後早くから都市化が進んだため、人口は飛躍的に増加し人口集中地 

域となった。その後、少子高齢化が進み、高齢者数は松江市内で最も多 

い地域である。 

 

   

   誰もが安心して暮らせるまちづくりのためには、住民同士が支えあい、地域一丸となって助 

  け合っていくことが不可欠となる。言い換えれば、住民一人ひとりがその現実や課題を真剣に 

受け止め、自治会活動に参加し、向こう三軒両隣を核とした小地域における福祉活動をより一 

層充実させていく必要がある。さらには地域包括ケアの理念を広げ、生活上の困難を抱える高 

齢者や障がい者、生活困窮者、子育て家庭への包括的支援を目指す「地域共生社会」の構築、要 

配慮者支援といった新しい課題や要請に対応できるよう活動の幅を広げていく。 

  ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

   ̓安全・安心を図る活動 

    ・地域諸団体と連携し高齢者の社会参加および生活支援の充実を推進する。 

    ・地域における子どもの安全な環境を守る活動を一層推進する。 

    ・支援が必要な高齢者、障がい者等を把握し、平常時および災害時に支援し合う体制を整 

     備する。 

   ○住民の健康・体力の維持・増進を図る活動 

    ・なごやか寄り合い事業を一層普及し、小地域に高齢者の居場所を作る。 

    ・高齢者の健康増進、介護予防に関する計画を立てて実施する。 

 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

    計画策定にあたり、各家庭にアンケート調査を実施した。課題を明確にし、計画に反映す 

   ることで住民主体の計画とするとともに幅広い課題に対応できる内容となった。 

 

 

      ᵍẮᴾ ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/koshibara.html  

 

 

ϵзϯ  

⁵ᶅ ☺  

    6,031 ⁵ 

 ᾟ  6,812 ⁵ 

 ᴁ 12,843 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 6,169 ⅎ  

 
᷈ ͯ    31.36  

 
→3 1 3 ᴘ  

ϜΥӗ ΰο ϣδϥᾥ◗ᾖχϘκξΨϤ 
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 Ỹχᵵ  

 松江市の南東に位置し、地区の大部分は大橋川と意宇川に接している。 

 古代出雲の中心地として栄えたところであり、各所に往時の面影を残して

いる。昭和初期までは純農村地帯であったが、国道九号線や同バイパス等の

道路整備に伴い、地区内の活性化と工場や事業所の団地化が図られた。老齢

人口割合は年々増加し、介護福祉施設も地区内に設置されるようになってい

る。 

 

 

   

「まちづくり」①先進地学習と地区内ニーズの把握、②住民情報の把握と整理 

「ひとづくり」①竹矢の次世代を担う人材育成 

「居場所づくり」①望まないひとりぼっちを作らない居場所づくり 

「輪づくり」①一心助け隊の周知と実践、②地区内団体・個人をつなぐ 

 

  ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

 ˮκΨϞԁ Ϊ ˯ 

  高齢化の進展に伴い、これまでは簡単にできていたこともできなくなってくる人が増えました。 

私たちは地区の課題として、これに取り組むこととし、H２９年３月からちくや一心助け隊を組織。 

地域住民による地域住民のための低額有償の支えあいの仕組みを作りました。年間約２０件

程度の案件に対応しています。 

 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

  私たちの計画は今後 5 年間の竹矢地区社会福祉協議会がすすむべき基本方針を示すものと位

置付け策定をしてきました。この基本方針に沿って、毎年の細かな事業計画や予算を執行してい

く考えでいます。特にちくや一心助け隊については、はじまったばかりの事業でもあり、安定運

営にむけ集中的に取り組んでいきます。 

 

    

     ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

     http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/chikuya.html  
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 Ỹχᵵ  

 市の中心部より約５km 南に位置し、東西約５km・南北約２.５km の広さ

を有する。 

平成２５年度国道４３２号線大庭バイパスの整備事業が本格化し、同時に

進行した宇竜谷地区の開発により大型店舗や病院・企業等が進出し、今後人

口の流入や利便性の向上が期待される。 

 また、教育関連施設や各種福祉施設も多数建設されている。 

 

 

   

 【高齢者・児童向け事業の充実】 

高齢者同士の交流の場・障がい者の居場所づくり、児童の居場所づくりを検討 

【防災に関する事業の充実】 

自主防災隊の結成促進、そのフォロー、要配慮者支援推進事業（見守り隊）結成促進、 

市広報配布時の声掛けなどを検討 

【健康に関する事業の充実】 

高齢者の生きがいづくりや積極的な社会参加を呼びかけることで、「健康長寿」につなげる 

   

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

  計画策定にあたり、アンケートを３種類（対象：小学生・中学生・地区住民）実施した。 

  地区住民対象のアンケートでは、前回の結果と比較し、今後何が求められているかを議論した。 

     アンケート：大庭小学生４～６年生         ２３７名 

           湖東中学生               ３１５名 

           地区住民（２，９０９戸に配布）  １，２０４戸（回答率 41.4％） 

また、防災に対する関心が上昇していることを受け、テーマに「安全・安心」を追加した。 

  

 
         

֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

           http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/oba.html  
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 Ỹχᵵ  

 八雲町は松江市の最南部に位置し、日吉・岩坂には主要な機関が集中して

いる。町の中央部より放射状に４つの谷川を配置し、谷川沿いに熊野・平原・

東岩坂・西岩坂地区がある。山間部の地区ほど高齢化率は高く、少子化が進

み子どもの姿が見えない地域もある。 

しかし、歴史があり自然も残る八雲に愛着を持っている住民は、山間地・

新興住宅地の区別や年齢の区別なく多いと言える。 

 

   

 〇ニーズの把握と啓発・・・ふくし井戸端会議、あんしんネットワーク会議 

 〇定期的な見守り活動・・・給食サービス、歳末見守り活動 

 〇健康づくり・・・・・・・健康まつえ２１推進隊 

 〇居場所づくり・・・・・・なごやか寄り合い、子育てサロン 

 〇人材育成・・・・・・・・ボランティアの養成、福祉推進員との連携 

  ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

 ★給食サービス 

 ・給食サービスを通して定期的な見守り活動の継続・住民ボランティアの活動場所とする 

 ★ふくし井戸端会議 

 ・住民の福祉ニーズの把握と福祉活動の啓発・より多くの住民参加を促進するテーマ設定 

 ★八雲あんしんネットワーク会議 

 ・高齢者、障がい者の声を聞く場をつくり、住み慣れた地域で暮らしていくための取り組みの 

  検討 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

 「いつまでもここに住みたい」という当たり前の思いを叶えたい。そう考えて計画策定に取り組み

ました。本会では、給食サービスやあんしんネットワーク（協議体）といった取り組みを軸として、

今後も「住み続けることができる地域づくり」の一助になりたいと考えています。 

 

    

      ̔ ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/yakum o.html  
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 Ỹχᵵ  

 東出雲町は松江市東部に位置し、南部には京羅木山や星上山があり、意

宇川をはじめとする河川が町の中央部に広がる平野を潤しながら汽水湖・

中海に向かって北下する、山・野・水が調和した町です。 

また、国道 9 号線や山陰自動車道のインターチェンジ、JR の駅が整備さ

れ、交通の利便性が高く、松江市内でも数少ない人口増加を続けている町

です。これに伴い、学校、医療機関、介護・幼児施設、商業施設など生活の

利便性も充実してきています。 

 

   

 【住民参加の福祉のまちづくり】 

  地域福祉の充実を図り、だれもが心豊かに安心して暮らせる魅力あるまちづくりをめざし、一

人ひとりが主役として参画することによりつながりを深め、関係団体との連携を密にして活動を

推進する。 

〇魅力ある集い交流の場         〇地域福祉に関わる事業所等との交流 

  〇関係者の協力による見守り活動の推進  〇福祉教育の推進 

ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

  〇東出雲いきいきフェスティバルの開催（ステージ発表、展示販売、健康づくり PR 等） 

  〇やらこい東出雲との連携（医療・介護事業所の連携による情報共有等） 

  〇関係者の協力による見守り活動の推進（要配慮者の把握・ネットワークの構築） 

  〇「こごとの達人」運動の推進（地域を住みよくするための運動） 

〇中学生を対象とした福祉教育の推進（福祉施設等での体験学習・交流会等） 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

  〇乳幼児から高齢者まで、幅広い年代層の福祉の充実をめざした計画とした。 

〇活動計画は、地区社協運営委員が把握しやすいよう専門部会別に策定し、実施にあたっては、

運営委員が企画から運営までを担っていくこととした。 

 

 

 

     ὶ̔ ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

     http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/higashiizumo.html  
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 Ỹχᵵ  

 副都心、市の南玄関口、文教のまち乃木、住んでみたい人気の乃木地区 

と形容されるなど成長著しい地域である。 

 一方、相対的な高齢化は、他地域に比べれば低いものの徐々に増え、 

一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯は飛躍的に増えつつある。自治会 

によりバラつきあるものの要配慮者、買物困難者などの高齢者対応や、安 

全安心のための方策や地域の絆づくりが必要に迫られている。 

 

   

「高齢者・一般福祉」高齢者の健康、生きがいづくりの「場」づくり。見守り活動。 

「子ども福祉」地域で育ちを支える「機会」と「場」づくり。子どもの居場所づくり活動。 

「障がい者福祉」障がいのある子とその家族が地域とつながり、自分らしく暮らしていくための 

活動。 

  ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

  公民館を会場とした高齢者の集いの場である「さんあいサロン」の開設。 

  地域の集会所等を会場とした高齢者の集いの場である各地区の「なごやか寄り合い事業」への 

助成。 

  子どもの居場所づくりを目的とした「のぎ自学室」への助成。 

  障がいのある子どもたちや特別な支援が必要な子どもたちの家族と支援者の会である「あった 

かスクラム乃木」への支援。 

   ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

  乃木地区では、「ふれあい・ささえあい・たすけあいのまちづくり」を基本理念として、今般   

「第５次乃木地区地域福祉活動計画」を策定しました。 

この理念は、平成 13 年第一次計画の「住みよい乃木」を経て、平成 18 年の第２次計画より一 

 貫としたものです。「小さなことから地域に参加し、ふれあい、色々なつながりで結び、より大き 

な力となってささえあい、やがて地域全体でたすけあう町」への願いが込められています。 

 

 

         

            ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

      http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/nogi.html  
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Ỹχᵵ  

忌部地区は、松江市の水がめである千本ダム、大谷ダム、四季を通じ 

て往来する人々の目を楽しませる花街道、眺望絶景の空山（自然休養村）

など自然に恵まれた「水、緑、花、空」の地である。                    

人口の推移は、昭和 50 年頃までは下降したが、団地造成（客ヶ丘、希望

ヶ丘、千本つつじヶ丘）に伴い増加した。平成 12 年をピークに緩やかに下

降しＳ字曲線を描いている。 

近年は、上下水道の整備、山陰道の整備、田和山の商業地造成など利便 

性が図られ市内外から移住する者が少しずつ増えてきた。 

 

 

    

 ・地域住民の願い（みんなの声）を反映させる。 

・みんなでアイデアを出し合い、課題を解決する。 

・笑顔いっぱいの地域にする。 

・支え合い、認め合い、助け合って、福祉の輪を広げる。 

  ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

三つの専門部会「高齢者部会・青壮年部会・子ども部会」を設置し、多くの研修会、意見交換会

を重ね、資料作りを行ってきた。そのような資料等を参考に、現状分析、課題、取り組みについて

考え、これから５年、１０年後のことを見据え、新規事業を取り組んでいく。ここでは､一部の活

動のみ紹介する。 

・未婚者の実態把握と「出会いの場の創出」の企画、イベント等 

・買い物支援（電話で注文できる店、配達する店の発掘、輪の会の利用等の検討）等 

・総合的な健康づくり（健康フェスティバル、健康教室、等に多数参加できる仕組みづくり）等 

・学習・情報発信（子育て情報誌の発行・社協だよりの発行・忌部寺子屋の開校）等 

  ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂  

  策定計画に当たり、活動計画が完成した時点で終わりではなく、これをいかに実践していくこと

が重要であるか共通理解できたこと。そのためには、それぞれの協力・実施団体に周知し、「忌部

住民の声」として具体的な活動へとつながりつつあることである。 
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 Ỹχᵵ  

玉湯地区は市の南西部に位置し、市街地への好アクセスや、学校・保育 

 ・医療・JR・日用品販売店等の好立地などから、特に国道 9 号線沿いの 

 湯町地域での人口増加が顕著になっています。一方、高齢独居の方々、 

歩行困難者さんや日中独居者さんの見守り又、周辺地域は急激な少子高齢 

化や人口減少が進んでおり、特に、各地域毎の高齢者さんの生活支援対応 

強化が喫緊の課題になっています。 

 

 

   

 １．高齢者の元気な暮らしをお手伝いします  ２．認知症の理解や介護予防をお手伝いします 

 ３．子育て・子育ちをお手伝いします ４．障がいを自らのこととして理解されるよう努めます 

 ５．その他の福祉課題対応に努めます  ６．(玉湯地区社協)自らの福祉課題対応力強化に努めます 

ἇ σ ︡Ϥ ϙ ʿ 

〇見守りネットワークづくり 

・新聞配達業者の協力を得た見守りを図りながら、企業、団体等との協力、連携した見守り活動の

推進  

・恒常的高齢者の見守り、訪問活動の充実…地域サロン支援、配食（給食・年末そば）活動 

・広報活動の強化…広報部新設、月報紙「たまゆの福祉」発刊、福祉の土壌づくり推進  

・財源確保の取り組み…チャリテイーバザー、募金活動    

 〔地域での見守り活動推進〕 

  ・福祉会体制（地域協議体）の充実を図り福祉の地域推進力強化 

  ・いきいきサロンの活性化で健康維持活動や引きこもり防止活動など現場での寄り添い強化 

  ・要配慮者支援「灘皆援隊、別紙ご近所の会、拝志郷守隊」追随地域の裾野拡大 

 

    ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

    

  この計画に掲載する取組みは、玉湯地区社協福祉協議会が行う、地域の福祉課題を解決・緩和し

ようとする、次のいずれか一つ以上の取組みとしています。 

①玉湯地区社協の人・ネットワークを投入する取組み 

  ②玉湯地区社協のお金を投入する取組み 

  ③玉湯地区社協の設備等を投入する取組み 

 

          

             ԇ ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

       http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/tamayu.html  
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 Ỹχᵵ  

宍道地区は、昭和３１年頃に 10,700 人余りあった人口が現在では 

 8,600 人ほどとなり、人口の減少が進んでいます。また、年少人口が 

 減少する一方で高齢者人口が増加し、少子高齢化の状況が進んでいま 

 す。また、核家族化の進行とこれに伴い独居高齢者の世帯が増加して 

 います。こうした中、地区内に福祉施設が増えてきており、医療・福 

祉分野での連携が進んでいる状況があります。 

 

 

   

    

➀ 生活支援として、買い物・通院支援サービスの推進 

   ➁ 地域見守り隊結成の推進 

 

  ἇ σ︡Ϥ ϙ ʿ 

  ➀ 宍道地区社協を中心に「宍道地区地域支えあい協議体」を立ち上げ、買い物及び通院支援 

サービスについて取り組みをしています。 

  ➁ 民生委員・児童委員・福祉推進員の意見交換会および自治会等において、広く住民の皆様に

地域見守り隊結成の PR を行っています。 

 

 ♆θκχᶨ ὓᵊʺάάΥͥΌ΅ΊΒ˂ 

   計画策定にあたり、町民約１，０００人に対してアンケート調査を行いました。その結果、 

町民が福祉関係で最も不安に感じていることが買い物および通院であることがクローズアップ 

されました。 

今回の計画はこのアンケート調査結果を参考にして策定しています。 

 

 

 

    

       ừ ֜ Љ ᴁΪ ῧṐ ϯ  

       http://www.shakyou - matsue.jp/local/torikumi/shinji.html

ᾰ ϵзϯ 

Ꞌ Ỹ 
ϙϭσπ ϧΞ ϥΜ Ḻπ ϥΜ ӽ 

⁵ᶅ ☺  

   4,191 ⁵ 

  ᾟ 4,46 ⁵ 

  ᴁ 8,655 ⁵ 

 
ⅎ ₲ 3,178 ⅎ  

 
᷈ ͯ    36.11  

 
→ 3 1 3 ᴘ  
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資料編                         

■策定スケジュール 

【令和元年度】 

日時 項目 内容 

令和元年 

５月３１日(金) 
第１回庁内連絡会 ・第１回社会福祉審議会の内容について 

６月５日(水) 第１回社会福祉審議会 

・第４次計画の進捗状況報告 

・社会福祉審議会専門分科会における審議事項報告 

・第５次計画の策定について（スケジュール等） 

７月４日(木) 
松江市地区社会福祉協議会

会長会からの提言 

・松江市長、松江市社会福祉協議会会長に対し提言

書を提出 

８月２８日(水) 第１回ワークショップ 
18:00～20:30 開催（平日） 

テーマ：「松江市の課題解決力」 

９月７日(土) 第２回ワークショップ 
13:30～16:00 開催（土曜日） 

テーマ：「松江市の課題解決力」 

１０月１日(火) 第２回庁内連絡会 ・第２回社会福祉審議会の内容について 

１０月４日(金) 第２回社会福祉審議会 

・オブザーバー上野谷教授講演 

・社会福祉審議会専門分科会における審議事項報告 

・第４次計画の進捗状況報告 

・松江市地区社会福祉協議会会長会からの提言・ 

ワークショップ報告 

・第５次計画の体系(案)の審議 

１１月１５日(金) 第３回庁内連絡会 ・第３回社会福祉審議会の内容について 

１１月２０日(水) 第３回社会福祉審議会 
・社会福祉審議会専門分科会における審議事項報告 

・第５次計画(案)の審議 

１２月５日（木）～

２０日（金） 
パブリックコメント ・第５次計画(案)について実施 

令和２年 

２月５日（水） 
第４回庁内連絡会 ・第４回社会福祉審議会の内容について 

２月１２日(水) 第４回社会福祉審議会 ・第５次計画最終(案)の審議 
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■ワークショップ開催内容 

 

第５次松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定のための 

市民ワークショップ報告書 

 

【テーマ】「松江市の課題解決力」 

みんなが暮らしやすい松江市をつくるために、一緒にかんがえてみませんか。 

 

【実施日】 

第１回 令和元年８月２８日（水） 松江市役所 

参加者 ３６名（男性２６名、女性１０名） 

 

第２回 令和元年９月７日（土） 松江市総合福祉センター 

      参加者 ３８名（男性２０名、女性１８名） 

 

【市民ワークショップの内容】 

第４次松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画の２１項目の進めるべき方策の内、下記の１１項

目のテーマについて、暮らしやすい松江市をつくるために何が必要か話し合っていただきました。 

 

基本目標 テーマ 

人づくり・地域づくりを推進

する 

① 福祉教育・学習の推進 

② 地域リーダーの育成・ボランティアの育成・参加促進 

③ 自治会活動の活性化 

④ 公民館等を拠点とした地域福祉活動の推進・活動拠点の

確保 

福祉サービスが利用しやす

い環境整備を行う 

⑤ 子育て・要配慮者への福祉サービスの充実 

⑥ 効果的な情報提供・情報共有化の促進 

安心して住み続けられるま

ちづくりをめざす 

⑦ 住宅・生活環境の整備 

⑧ 健康づくり・食育の推進と健康寿命の延伸 

⑨ 元気な高齢者が活躍する場の充実 

⑩ 防災・防犯体制の整備 

⑪ 移動手段の確保 
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【ワークショップにおける意見】 

 

① 福祉教育・学習の推進 

・多くの世代が交わる場、学ぶ場が欲しい 

・子ども民生委員の設置 

 

② 地域リーダーの育成・ボランティアの育成・参加促進 

・ボランティアを行う人材バンクの構築・運用 

・交通に関連したボランティアの仕組みづくり 

・若い世代を巻き込んだ人材育成 

・世代を超えた交流の場・居場所づくり 

・誰でも地域に参加しやすい仕組みづくり 

 

③ 自治会活動の活性化 

・子どもや若い世代が地域に集える場づくり 

 若い世代と年長世代との交流ができる場 

空き地や空き家を活用したイベント 

各地区に子供が遊べる場所 

・自治会活動の活性化につながる人づくり 

（持続可能な地域づくりのために、若者の参加・ボランティア活動の推進を図る） 

 

④ 公民館等を拠点とした地域福祉活動の推進・活動拠点の確保 

・高齢者、交通弱者が利用しやすい公民館（活動拠点）の整備 

・新しい発想での小地域の集いの場の確保 

 

⑤ 子育て・要配慮者への福祉サービスの充実 

・相談できずに困っている人のお助けマン（人材）の確保 

・子ども、障がい者が自由に集えるフリースペースの確保 

 

⑥ 効果的な情報提供・情報共有の推進 

・AI やテクノロジーを活用し、必要な人に必要な情報が正しく届けられるような仕組み 

づくり 

・人のつながり、共助の推進（人のつながりや地域のつながりから得る情報が大切） 

 

⑦ 住宅、生活環境の整備 

・空き家などを活用した住宅やパブリックスペースをつくり、生活環境と周辺環境を整える 

・誰もが安心して楽しく暮らせるまちづくり（防災・防犯、環境整備） 

・施設整備の際に当事者の声を取り入れる（バリアフリー化、ユニバーサルデザインの実現） 

・公民館等の施設を整備し、育メンを支援する。 

（父親も入れる授乳室や男子トイレにオムツを替える場所の整備） 

 

⑧ 健康づくり・食育の推進、健康寿命の延伸 

・若い世代の健康づくりを推進する（地域や家庭の中で話題にして浸透させていく） 

・活動内容等をひろく情報発信する 

・専門職が地域で活動しやすくなるように公民館を自由に使用できる仕組みが必要 

・使わない公園の農園化（土地の有効活用） 
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⑨ 元気な高齢者が活躍する場の充実 

・元気な高齢者が活躍するために、これまで培った能力を活用する場の創出が必要 

活躍できる「人材（リーダー）」の育成  

活躍できる「場所」の確保が必要 

・生きがいづくり 

 

⑩ 防災・防犯体制の充実 

・防犯マップ（安心安全マップ）の作成・普及 

住民視点で防犯上注意が必要な場所の検討 

交通事故の危険性がある道路の調査 

防犯グッズや防犯に関する講習会の開催 

・防災への周知活動（災害時のことを市民が共有する必要がある） 

 

⑪ 移動手段の確保 

・目的別の移動手段（コミュニティバスを買物コース、病院コース等の目的別に運行する） 

・福祉バスの充実 

・福祉ニーズへの対応 

・行政と民間の協働 

・地域での共助 
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⁸ ̝ ᾃ ̝ ͈ 

 

（趣旨） 

第 1 条 社会福祉法（昭和 26年法律第 45号。以下「法」という。）第 7 条第 1 項の規定に基づく審

議会その他の合議制の機関として設置する松江市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）の組

織及び運営に関しては、法及び社会福祉法施行令（昭和 33年政令第 185号。以下「政令」という。）

に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 

（調査審議事項） 

第 2 条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

 ⑴ 法第 7 条第 1 項に規定する社会福祉に関する事項 

 ⑵ 法第 12条第 1 項の規定による児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項 

 ⑶ 子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 66号）第 77条第 1 項各号に関する事項 

⑷ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第

77号）第 17条第 3 項、第 21条第 2 項及び第 22条第 2 項に関する事項 

（組織） 

第 3 条 審議会は、委員 25 人以内で組織する。 

（委員の任期） 

第 4 条 委員の任期は、3 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2  委員は、再任されることができる。 

（臨時委員の任期） 

第 5 条 臨時委員の任期は、特別の事項の調査審議が終了するまでとする。 

（委員長の職務を行う委員） 

第 6 条 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を行う。 

（会議） 

第 7 条 審議会の会議は、委員長（委員長が定められていない場合にあっては、市長）が招集し、委

員長がその議長となる。 

2  委員長は、委員の 4 分の 1 以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会の会

議を招集しなければならない。 

3  審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

4  審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ

ろによる。 

5  臨時委員は、特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前 2 項の規定の適用につい

ては、委員とみなす。 

（専門分科会） 

第 8 条 審議会に、社会福祉における専門的な事項を調査審議するため、法第 11条第 1 項に規定す

る民生委員審査専門分科会及び児童福祉専門分科会のほか、次に掲げる専門分科会を置く。 

 ⑴ 障がい者福祉専門分科会（法第 11 条第 1 項に規定する身体障害者福祉専門分科会の所掌事項

を含む。） 

 ⑵ 高齢者福祉専門分科会 

2  市長は、前項に掲げるもののほか、必要に応じ、審議会に専門分科会を置くことができる。 
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3  専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名

する。 

4  専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によって

これを定める。 

5  専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。 

6  専門分科会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員が、その職務を行

う。 

7  審議会は、その定めるところにより、専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）の決議を

もって審議会の決議とすることができる。 

（部会） 

第 9 条 審議会は、政令第 3 条第 1 項の規定によるほか、専門分科会に部会を置くことができる。 

2  部会（政令第 3 条第 1 項に定める審査部会を除く。）に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が

指名する。 

3  前条第 4 項から第 6 項までの規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定

中「専門分科会」とあるのは「部会」と、「専門分科会長」とあるのは「部会長」と読み替えるも

のとする。 

4  審議会は、その定めるところにより、部会（政令第 3 条第 1 項に定める審査部会を除く。）の決

議をもって審議会の決議とすることができる。 

 （関係者の出席） 

第 10 条 委員長は、調査審議のため必要があると認めるときは、審議会において、関係者に出席を

求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

2  前項の規定は、専門分科会及び部会について準用する。この場合において、この規定中「委員長」

とあるのは「専門分科会長」又は「部会長」と、「審議会」とあるのは「専門分科会」又は「部会」

と読み替えるものとする。 

 （守秘義務） 

第 11 条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また、同様とする。 

（庶務） 

第 12条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。 

（委任） 

第 13 条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

1  この条例は、平成 30年 4 月 1 日から施行する。 

 （松江市子ども・子育て会議条例の廃止） 

2  松江市子ども・子育て会議条例（平成 25年松江市条例第 46号）は、廃止する。 
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⁸ ̝ ᾃ ̝ ᵣ  

 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、松江市社会福祉審議会条例（平成 29 年条例第 87号。以下「条例」という。）

第 13条の規定に基づき、松江市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（調査審議事項） 

第 2 条  条例第 2 条に規定する調査審議事項については、次の事項を含むものとする。 

⑴ 社会福祉法第 55条の 2第 6項の規定により市に体制整備が義務付けられた「地域福祉協議会」

の役割 

⑵ 同法第 107 条に規定する市町村地域福祉計画の策定又は変更及び当該計画の実施状況に関す

る事項 

⑶ 成年後見制度の利用の促進に関する法律第 23 条第 2 項に規定する成年後見制度の利用の促進

に関する基本的な事項 

 

 ～以下（省略）～ 
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⁸ ̝ ᾃ ̝Ỗᴣ׀  

 

 委員種別 氏 名 所属等 

1 委員長 加川  充浩 島根大学人間科学部人間科学科准教授 

2 副委員長 野々内さとみ 松江市地区社会福祉協議会会長会副会長 

3 委員 安達 久行 健康まつえ２１推進隊副代表 

4 委員 泉 明夫 松江市医師会会長 

5 委員 岡田  昌治 松江地域介護支援専門員協会会長 

6 委員 貝谷  昭 島根県精神保健福祉士会会長 

7 委員 狩野  治子 松江市高齢者クラブ連合会副会長 

8 委員 高橋  玲子 地域つながりセンター代表 

9 委員 竹田  尚子 松江ＮＰＯネットワーク代表 

10 委員 武田  信子 ＮＰО法人松江市手をつなぐ育成会代表 

11 委員 出羽  雄二 松江圏域老人福祉施設協議会会長 

12 委員 徳若  光代 島根県看護協会専務理事 

13 委員 長﨑 慎二 松江市幼稚園・こども園ＰＴＡ連合会副会長 

14 委員 新部  一太郎 松江市保育所( 園) 保護者会連合会会長 

15 委員 平田  寛容 公募委員 

16 委員 福井  幸夫 松江市身障者福祉協会名誉会長 

17 委員 道下 利治 特別支援学校（あいワーク） 

18 委員 三宅  克正 松江市公民館長会川津公民館長 

19 委員 横山  洋子 松江市民生児童委員協議会連合会副会長 

20 委員 吉岡 繁春 松江市町内会・自治会連合会理事 

 

 

 

5 ⁸᷂Ḣ ᷂Ḣ Ҳ ὑ 

 
 

氏 名 所属等 

上野谷 加代子 同志社大学大学院社会学研究科 教授 
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■データ 

（人口/高齢者/子ども/障がいのある人/生活保護/健康/地域/その他） 

人口／総人口の推移（実績） 

 人口は平成１２年（国勢調査実績）をピークに減少しつつあります。今後も高齢化により死亡数が

出生数を大きく上回って推移することが予想されることから、人口は漸減していくとみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口／松江市の年齢（３区分）別人口の推移 

 ・６５歳以上の高齢者人口は、実数・比率ともに上昇。高齢者人口比率 ２９．５％（Ｈ３０） 

 ・１４歳未満の年少人口は、実数・比率ともに減少。年少人口比率 １３．１％（Ｈ３０） 
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人口／出生数及び合計特殊出生率の推移 

 ・松江市の出生数は１，５８９人で、前年の１，６３０人より４１人減少し、合計特殊出生率は 

１．５６でした。 
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高齢者／高齢者人口・高齢化率の推移 

・松江市の総人口は減少傾向にある一方で、高齢者人口（65 歳以上）は平成 27 年度末と比べ平成

30 年度末には 1,676 人、高齢化率は 1.1%増加しています。少子高齢化に伴い、今後更に高齢化が

進むことが予想されています。 

【参考：2040 年松江市高齢化率推計 35.4%】 

（出典：国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』） 
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ặ ặ ӓ ʫₑ
A B C E F G H I J K

C=A+B D G=E+F K=I+J

3,820 4,261 8,081 4,106 770 1,149 1,919 23.75% 692 351 1,043

3,415 3,840 7,255 3,351 904 1,271 2,175 29.98% 674 444 1,118

4,423 4,762 9,185 4,160 988 1,414 2,402 26.15% 708 484 1,192

1,418 1,614 3,032 1,644 425 677 1,102 36.35% 426 188 614

2,105 2,404 4,509 2,305 445 698 1,143 25.35% 468 187 655

2,362 2,757 5,119 2,649 759 1,143 1,902 37.16% 701 383 1,084

6,481 7,078 13,559 6,195 1,409 1,922 3,331 24.57% 858 684 1,542

6,031 6,812 12,843 6,169 1,672 2,356 4,028 31.36% 1,175 844 2,019

8,013 7,961 15,974 7,765 1,474 1,921 3,395 21.25% 837 730 1,567

963 1,030 1,993 798 307 413 720 36.13% 150 122 272

5,898 6,633 12,531 5,343 1,126 1,560 2,686 21.43% 666 590 1,256

2,970 3,020 5,990 2,710 901 1,097 1,998 33.36% 417 432 849

7,539 8,493 16,032 7,217 1,594 2,173 3,767 23.50% 1,079 743 1,822

1,064 1,072 2,136 825 327 393 720 33.71% 132 135 267

4,212 4,826 9,038 4,123 1,176 1,661 2,837 31.39% 773 534 1,307

1,863 1,805 3,668 1,706 430 568 998 27.21% 223 199 422

1,966 2,050 4,016 1,786 474 633 1,107 27.56% 276 193 469

2,194 2,303 4,497 1,851 635 848 1,483 32.98% 279 253 532

1,141 1,287 2,428 1,062 405 602 1,007 41.47% 213 162 375

625 655 1,280 537 242 317 559 43.67% 113 90 203

909 967 1,876 755 321 449 770 41.04% 146 121 267

3,195 3,280 6,475 2,647 1,024 1,394 2,418 37.34% 480 389 869

1,587 1,717 3,304 1,379 617 843 1,460 44.19% 278 230 508

2,416 2,612 5,028 2,132 936 1,314 2,250 44.75% 463 394 857

3,283 3,498 6,781 2,596 980 1,209 2,189 32.28% 362 395 757

3,296 3,629 6,925 2,859 825 1,179 2,004 28.94% 377 334 711

4,191 4,464 8,655 3,178 1,351 1,774 3,125 36.11% 428 476 904

1,958 2,013 3,971 1,763 635 821 1,456 36.67% 382 242 624

7,638 8,068 15,706 5,940 1,717 2,293 4,010 25.53% 625 683 1,308

96,976 104,911201,887 89,551 24,869 34,092 58,961 29.20% 14,401 11,012 25,413

ʫₑ

平成 31年 3月 31日現在 

高齢者／公民館区別（２９地区）高齢者人口等統計表（平成３１年） 

  

（出典）「人口（全年齢）等」及び「人口（65 歳以上）」……松江市統計情報データベース 

「人口・世帯数（公民館別町別一覧表）(2019 年 3 月)」及び「人口・世帯数（公民館別町

別一覧表）65 歳以上(2019 年 3 月)」より 

「65 歳以上の者のみの世帯数」……松江市統計情報データベース「人口・世帯数（公民 

館別町別一覧表）65 歳以上 (2019 年 3 月)」をもとに、松江市健康政策課が集計 

（注）特別養護老人ホーム等施設への入所者は、人口統計においては集計対象に含めていますが、

通常の高齢者世帯とは異なることから、世帯統計（65 歳以上の者のみの世帯数。独居、２

人以上）の集計対象からは除いています。 

地区名「東出雲」は、松江市統計情報データベース上は複数の地区に分かれていますが、

本統計においては各地区１つにまとめています。 
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高齢者／介護保険制度利用者等の状況 

・１号被保険者は増加傾向にあります。 

・１号被保検査のうち、前期高齢者は近年増加傾向にあります。 

・１号被保険者のうち、後期高齢者は増加傾向にあります。 

 

※松江市の介護保険（基準日：９月末日） 

 

高齢者／要介護認定者数の推移 

 

※１号被保険者には、住所地特例者、外国人、適用除外施設入所者、他市町村住所地特例者を 

含むため、住基人口上の高齢者人口とは一致しない。   
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高齢者／認知症の症状が見られる人 

・認知症の症状が見られる人も高齢化に伴い増加傾向にあります。 

（単位：人）  

  平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29 年度 平成 30年度 

認知症自立度Ⅱ以上 5,280 6,344 6,639 6,752 6,611 

（参考） 

要介護認定者数 
10,507 11,173 11,554 11,793 11,883 

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の人数 

※主治医の意見書、訪問調査結果ともにⅡ以上の人数（認知症自立度Ⅱの判断基準は、日常生活に支

障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立で

きるレベル。） 

※各年度とも 3 月末時点の人数 

 

高齢者／介護サービス利用者数の推移 

・利用者数は年々増加し、平成３０年１０月実績では１１，４６１人となりました。利用者数を認定

者数で除した利用率は９４．３％になっています。 

・利用者数のうち地域福祉の対象となる在宅者数は、平成３０年１０月実績で６，４０５人になって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※松江市の介護保険（各年：１０月実績） 
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子ども／就学前児童数の推移（各年４月１日） 

・出生数の減少により、就学前児童数は年々減少傾向にあります。 
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子ども／待機児童数の推移 

・平成 31 年 4 月に、年度当初の待機児童数は 4 年ぶりに 0 人となりましたが、年度末に向

けては、毎年、育児休業明けなど、年度中途の保育所希望に対する入所枠が少なく、0 歳

児～1 歳児を中心に待機児童が発生しています。 
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子ども／放課後児童クラブの状況 

 ・放課後児童クラブに対する需要は、年々高まっており、クラブ数、入会児童数ともに増加傾

向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年 5 月 1 日現在（公設クラブ 1～3 年生の利用者数、民間は 1～6 年生の登録児童数） 

 

子ども／放課後子ども教室の状況 

・年々需要は伸び、参加者が増加する傾向にあります。 

  

※各年度末現在実績値 
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子ども／特別支援学級在籍者数の推移（小中学校及び義務教育学校合計） 

 

 

 

 

 

 

基準日：各年 5 月 1 日 

 

子ども／特別支援学級設置数の推移（小中学校及び義務教育学校合計） 

 
基準日：各年 5 月 1 日 
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障がいのある人／身体障がい者の推移 

・手帳所持者の約５３%が肢体不自由者となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいのある人／手帳の等級の推移 

・手帳の等級は、平成３１年３月末日現在では、１級が２，９０４人で全体の３５％を占め、

重度障がいの人が多いことがわかります。 
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基準日：各年 3 月末日 
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基準日：各年 3 月末日 
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障がいのある人／知的障がい者の推移 

・療育手帳交付者のうち、重度・最重度（A）の障がい者は、平成３１年３月末日現在で全体

の約３９%を占めています。 

・療育手帳交付者は、軽度・中度（Ｂ）の障がい者も含め、毎年、少しずつ増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいのある人／精神障がい者の推移 

・平成３１年３月末日現在、通院公費負担受給者証の所持者は５，４７５人です。精神障がい

者保健福祉手帳所持者は２，２３７人となり、いずれも増加傾向にあります。 
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※基準日：各年 3 月末日 

 

※基準日：各年 3 月末日 
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障がいのある人／年齢別障がい者数 

・身体障がい者の年齢は、約７５％が６５歳以上の高齢者となっています。 

・知的障がい者の年齢は、約６８％が１８歳から６４歳以下となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活保護／生活保護の状況 

・保護世帯、保護率とも平成２０年秋の世界金融危機以降急増しましたが、近年はほぼ横ばい

で推移しています。なお、保護率は平成３０年度末で１．３４％となっています。 

・生活保護世帯の類型は、「高齢者世帯」が全体の４割を超えて増加する一方、稼働年齢層で

ある「その他世帯」は減少傾向にあります。 

 

 

 

 18  18 64  65   

 151 1,932 6,278 8,361 

 395 1,483 329 2,207 

 118 1,671 448 2,237 

 664 5,086 7,055 12,805 

 5.2% 39.7% 55.1% 100% 

 
※基準日：平成 31 年 3 月末日 

 

（※保護停止中世帯を除く。）（※H23 年 8 月合併以前の旧東出雲町分は含まない。） 
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生活保護／類型別世帯数 

                        

 

 

 

健康／国保特定健診受診率 

・「健康まつえ 21 推進隊」をはじめとした地域での健康づくり活動や受診勧奨の取り組みを

進めた結果、受診率は 10 年前と比較すると 10％以上向上しています。 

 

 

  

35.1

33.3

37.7

35.2

36.8

42.3

44.5

45.6

44.3

45.3
45.8

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

H20年度H21年度H22年度H23年度H24年度H25年度H26年度H27年度H28年度H29年度H30年度

国保特定健診受診率

33.6 0.14 34.9 6.20 36.8 6.66 41.4 13.63 44.9 7.62 48.6 6.15

7.9 -2.40 7.8 1.23 7.8 0.61 7.3 -4.82 7.4 0.00 6.8 -10.13

27.3 3.68 28.4 6.39 29.4 4.84 27.5 -5.73 26.1 -5.91 25.1 -5.39

31.2 3.54 28.9 -5.13 26.1 -8.69 23.7 -8.26 21.6 -9.59 19.5 -11.26

100.0 1.93 100.0 2.33 100.0 1.23 100.0 0.80 100.0 -0.74 100.0 -1.82

25 26 27 28 29 30

163 165 166 158 158 142

693 736 785 892 960 1,019

643 610 557 511 462 410

563 599 628 592 557 527

2,062 2,110 2,136 2,153 2,137 2,098

基準日：各年度末時点 

（世帯 ・ ％） 
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18.00 

20.81 

21.36 

21.17 21.21 
21.05 

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

25年 度 26年 度 27年 度 28年 度 29年 度

健康寿命（65歳平均自立期間）

男性 女性

̎ έρχ ῢʾ ᵒῐ Ϭ Μ▄ ˢ 2ⱳ › ├ R2.2ӟ‭ˣ 

（年） 

健康／健康寿命 

・65 歳平均自立期間は、男性と女性では約３年の差がありますが、5 年前と比較した場合、男

女ともに延びてきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

健康／自殺死亡率 

・人口 10 万人当たりの自殺者数を示す自殺死亡率は、年によってばらつきがありますが 

県と比較すると概ね低くなっており、減少傾向にあります。 
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H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

地域／ボランティア活動保険加入者数(天災地震補償プラン加入者数を除く） 

・Ｈ28年度以降の加入者数は減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域／公民館の使用状況 

・利用件数、利用者数ともに平成 26 年度までは増加傾向にありましたが、近年は横ばい状態

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

672,132 
681,465 

659,231 
707,848 

730,156 

830,599 

860,377 
867,787 

890,529 820,699 

812,692 

819,064 

821,699 

36619
37604

41062

44502 44651

50484
51185

52563
53843

51149
49923 50459 50134

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

(単位:人)

利用者数 利用件数



資料編 

118 

 

地域／自主防災組織の結成状況 

・自主防災組織の組織数は年々増加しています。組織率は、平成３０年度末（平成３１年３月３

１日）現在で、７１．５％であり、半数以上の地域で組織されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※基準日：各年度３月３１日現在。 結成率は、世帯ベースで算出 

地域／要配慮者支援推進事業世帯数 
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地域／町内会・自治会への加入状況 

・加入世帯数は微減、加入率は減少傾向にあります。 

 
※基準日：各年 4 月末日 

 

その他／障がい理解・差別解消等に係る出前講座・研修等の参加者数 

・平成 28 年度に制定した「松江市障がいのある人もない人も共に住みよいまちづくり条例」に基づ

き、障がいについての理解や合理的配慮を推進していくために、出前講座等を実施しています。 
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その他／成年後見制度利用者数 

・成年後見制度の利用者数は、認知症高齢者等の増加に伴い毎年増加しています。 

※基準日：令和元年 11 月 5 日現在 
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第５次松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

令和 2 年 3 月 

                                                     

松江市 松江市社会福祉協議会 

〒690- 8540 島根県松江市末次町 86番地 〒690- 0852 島根県松江市千鳥町 70番地 

TEL(0852)55- 5302  FAX(0852)55- 5396 TEL(0852)21- 5773  FAX(0852)21- 5377 


